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(57)【要約】
【課題】圧電性繊維を用いた圧電素子の信号強度をより
高め、更にノイズ信号を抑制する技術を提供する。
【解決手段】導電性繊維で形成された芯部と、該芯部を
被覆するように組紐状の圧電性繊維で形成された鞘部と
、該鞘部の周囲に設けられた導電層と、を備えた圧電素
子であって、該芯部に接続固定された信号用金属製端子
と、該導電層に接続固定されたシールド用金属製端子と
をさらに備え、該信号用金属製端子と該シールド用金属
製端子とが絶縁体を介して互いに固定された、圧電素子
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電性繊維で形成された芯部と、
　該芯部を被覆するように組紐状の圧電性繊維で形成された鞘部と、
　該鞘部の周囲に設けられた導電層と、
　を備えた圧電素子であって、該芯部に接続固定された信号用金属製端子と、該導電層に
接続固定されたシールド用金属製端子とをさらに備え、該信号用金属製端子と該シールド
用金属製端子とが絶縁体を介して互いに固定された、圧電素子。
【請求項２】
　前記導電層による前記鞘部の被覆率が２５％以上である、請求項１に記載の圧電素子。
【請求項３】
　前記導電層が繊維で形成されている、請求項１または２に記載の圧電素子。
【請求項４】
　前記シールド用金属製端子が、前記信号用金属製端子を絶縁体を介して覆って保持して
いる、請求項１～３のいずれか一項に記載の圧電素子。
【請求項５】
　前記信号用金属製端子は、次のＡ、Ｂいずれかの様態で接続固定され、かつ、該信号用
金属製端子または該信号用金属製端子に固定された部品により固定された該圧電素子の部
分の端部において、該鞘部の組織が解けて該芯部から離れた圧電性繊維が、該鞘部の圧電
性繊維全体の２０％未満である部分を有する、請求項１～４のいずれか一項に記載の圧電
素子。
　Ａ）該圧電素子の末端部分を構成する繊維の長さ０．５ｍｍ以上の部分を、該信号用金
属製端子の一部が把持し、該把持部分または該把持部分から１ｍｍ以内の場所において、
該圧電素子の芯部と該信号用金属製端子とが直接あるいは導電性材料を介して間接的に電
気接続され固定された様態
　Ｂ）該信号用金属製端子の一部がフォーク状あるいは針状であり、このフォーク状部分
または針状部分が該圧電素子の該鞘部に接触しながら該芯部の導電性繊維と直接または導
電性材料を介して間接的に接続され、この接続箇所から１０ｍｍ以内の場所において、該
信号用金属製端子の別の部位または該信号用金属製端子に固定された部品により該圧電素
子が該信号用金属製端子に固定された様態
【請求項６】
　該芯部と該信号用金属製端子との接続部分から５ｍｍ以内にある該鞘部の圧電性繊維の
一部または全部が繊維形状を失い融着した、請求項１～５のいずれか一項に記載の圧電素
子。
【請求項７】
　該鞘部の表面にはんだまたは導電ペーストからなる、該芯部と電気的に接続された導電
性材料を備えており、該鞘部の表面に備えられた該導電性材料と該信号用金属製端子とが
接触することで該芯部と該信号用金属製端子とが間接的に電気接続されている、請求項１
～６のいずれか一項に記載の圧電素子。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の圧電素子を含む布帛を備える圧電素子において、
該信号用金属製端子あるいはシールド用金属製端子が該圧電素子に固定された部分から長
さ１０ｍｍ以内の範囲において、該圧電素子の少なくとも一部が布帛状基材に固定された
、圧電素子。
【請求項９】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の圧電素子が、２本以上、略平行に配置され、それ
ぞれの圧電素子に接続された２つ以上の信号用金属製端子が１つのコネクタハウジングに
まとめられ、一括して別のコネクタと接続可能にされている、請求項１～８のいずれか一
項に記載の圧電素子。
【請求項１０】



(3) JP 2017-188538 A 2017.10.12

10

20

30

40

50

　請求項１～７のいずれか一項に記載の圧電素子が、織布あるいは編地を構成する糸の一
部として２本以上略平行に配置された、請求項９に記載の圧電素子。
【請求項１１】
　圧電性繊維が主成分としてポリ乳酸を含み、
　前記導電性繊維に対する前記圧電性繊維の巻きつけ角度は１５°以上、７５°以下であ
る、請求項１～１０のいずれか一項に記載の圧電素子。
【請求項１２】
　前記圧電性繊維の総繊度は、前記導電性繊維の総繊度の１倍以上、２０倍以下である、
　請求項１～１１のいずれか一項に記載の圧電素子。
【請求項１３】
　前記圧電性繊維の一本あたり繊度は、前記導電性繊維の総繊度の１／２０倍以上、２倍
以下である、請求項１～１２のいずれか一項に記載の圧電素子。
【請求項１４】
　前記圧電素子の少なくとも一部と交差して接触する導電性繊維を更に含む、請求項８～
１０のいずれか一項に記載の圧電素子。
【請求項１５】
　前記導電性繊維が、前記圧電素子と交差する繊維のうちの３０％以上を構成する、請求
項１４に記載の圧電素子。
【請求項１６】
　請求項１～１５のいずれか一項に記載の圧電素子と、
　印加された圧力に応じて前記圧電素子から出力される電気信号を増幅する増幅手段と、
　前記増幅手段で増幅された電気信号を出力する出力手段と、
　を備えるデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、圧電性繊維を用いた組紐を導電層で被覆した端子付き組紐状圧電素子、該端
子付き組紐状圧電素子を用いた布帛状圧電素子、およびそれらを用いたデバイスに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、いわゆるウェアラブルセンサーが注目を浴びており、眼鏡型や腕時計といった形
状の商品が世に出始めた。しかし、これらのデバイスは、装着しているという感覚があり
、究極のウェアラブルである、布状、つまり衣類のような形状のものが望まれている。そ
のようなセンサーとして、圧電性繊維の圧電効果を用いた圧電素子が知られている。例え
ば、特許文献１には、２本の導電性繊維および１本の圧電性繊維を含み、これらが互いに
接点を有しつつ、略同一平面上に配置されている圧電単位を含む圧電素子が開示されてい
る。また、特許文献２には、圧電高分子からなる繊維状物、または成形物であり、これの
軸方向に付加される張力によって圧電性を発生させるために、かかる張力の付加方向と異
なる方向に捩りを加えて構成したことを特徴とする圧電材が開示されている。
【０００３】
　一方、近年、いわゆるタッチパネル方式を採用した入力装置、すなわちタッチ式入力装
置が大幅に増加している。銀行ＡＴＭや駅の券売機のみならず、スマートフォン、携帯電
話機、携帯ゲーム機、携帯音楽プレーヤなどにおいて、薄型ディスプレイ技術の発展と相
まって、入力インターフェースとしてタッチパネル方式を採用した機器が大幅に増加して
いる。そのようなタッチパネル方式を実現する手段として、圧電シートや圧電性繊維を用
いる方式が知られている。例えば、特許文献３には、所定方向に向く延伸軸を有するＬ型
ポリ乳酸からなる圧電シートを用いるタッチパネルが開示されている。
【０００４】
　これらウェアラブルセンサーやタッチパネル方式のセンサーでは、圧電材料に印加され
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る小さな変形により圧電材料内に生じる小さな応力に対しても、大きな電気信号を取り出
すことが望まれる。例えば、指の曲げ伸ばし動作や指などで表面を擦る行為により圧電材
料に生じる比較的小さな応力によっても大きな電気信号を安定的に取り出すことが望まれ
る。
【０００５】
　特許文献１の圧電性繊維は、様々な用途に適用可能な優れた素材であるが、比較的小さ
な変形で生じる応力に対して大きい電気信号を出力できるとは必ずしもいえず、大きな電
気信号を得る技術についても明示していない。また、特許文献１に記載の圧電素子は、信
号線となる導電性繊維がむき出しであり、それゆえノイズ信号を抑制するためには、別途
ノイズシールド構造を構築する必要がある。したがって、特許文献１に記載の圧電素子で
は、実用化に対して依然として改善の余地があった。
【０００６】
　特許文献２の圧電性繊維は、特殊な製造方法で圧電性繊維をあらかじめ捩じらせておく
ことにより、圧電性繊維への引張や圧縮に対して電気信号を出力できる。しかし、特許文
献２には、圧電性繊維を曲げたり伸ばしたりする屈曲や、圧電性繊維の表面を擦る行為に
よるせん断応力に対して十分な電気信号を発生させる技術は開示されていない。したがっ
て、このような圧電性繊維を用いた場合、表面を擦るような比較的小さい変形で生じる応
力だけで十分な電気信号を取り出すことは困難である。
【０００７】
　特許文献３の圧電シートは、圧電シートに対する変形（応力）によって電気信号を出力
できる。しかしながら、そもそもシート状であるために柔軟性に乏しく布のように自由に
屈曲できるような使い方は不可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】国際公開第２０１４／０５８０７７号
【特許文献２】特許第３５４０２０８号公報
【特許文献３】特開２０１１－２５３５１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、比較的小さな変形で生じる応力によっても、大きな電気信号を取り出
すことが可能で、ノイズ信号を抑制可能な繊維状の圧電素子を提供することにある。さら
に、この素子を信号検出回路に効率的に接続することを可能にした端子付き圧電素子を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、導電性繊維と圧電性繊維との組み合わせとして、芯となる導電性繊維の
表面を組紐状の圧電性繊維で被覆し、更にその周囲に導電層を設けた圧電素子により効率
よく電気を取り出すことが可能で、更にノイズ信号を抑制できることを発見した。
　また、絶縁被覆導線に端子を付ける技術は種々開示されているが、圧電性繊維により組
紐状に被覆され、更にその周囲に導電層を設けた導電性繊維に端子を接続する場合、従来
の技術をそのまま適用すると被覆除去の困難さ、鞘部の繊維に由来する特性および圧電性
由来のノイズの点から適用困難であることが判明した。さらに、回路のグランド端子から
周囲の導電層へ単に配線をするのみでは、端子部でのノイズの混入を妨げることができな
いばかりか、煩雑な配線作業に伴い圧電性繊維が解け、圧電素子としての機能が失われや
すいことが判明した。そこで接続部の鞘部の繊維および周囲の導電層を一括して固定しな
がら芯部導線および周囲の導電層のそれぞれに接続された端子の電気的接続を確保できる
ような特定の構造とすることでこの問題を解決できることを突き止めた。
　さらにウェアラブルデバイスに適用する際に、圧電素子の端子部と布帛などの柔軟性基
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材への固定部との距離を縮めることで、組紐状の圧電性繊維の不安定さに由来するノイズ
を低減できることを突き止めた。
　さらに高機能なウェアラブルデバイスとするため、組紐を複数備えたデバイスを効率的
に作成でき、かつ回路との接続・切り離しが容易となる方法を発明し、本発明を完成させ
た。
【００１１】
　すなわち、本発明は以下の発明を包含する。
１．導電性繊維で形成された芯部と、
　該芯部を被覆するように組紐状の圧電性繊維で形成された鞘部と、
　該鞘部の周囲に設けられた導電層と、
　を備えた圧電素子であって、該芯部に接続固定された信号用金属製端子と、該導電層に
接続固定されたシールド用金属製端子とをさらに備え、該信号用金属製端子と該シールド
用金属製端子とが絶縁体を介して互いに固定された、圧電素子。
２．前記導電層による前記鞘部の被覆率が２５％以上である、上記１に記載の圧電素子。
３．前記導電層が繊維で形成されている、上記１または２に記載の圧電素子。
４．前記シールド用金属製端子が、前記信号用金属製端子を絶縁体を介して覆って保持し
ている、上記１～３のいずれか一項に記載の圧電素子。
５．前記信号用金属製端子は、次のＡ、Ｂいずれかの様態で接続固定され、かつ、該信号
用金属製端子または該信号用金属製端子に固定された部品により固定された該圧電素子の
部分の端部において、該鞘部の組織が解けて該芯部から離れた圧電性繊維が、該鞘部の圧
電性繊維全体の２０％未満である部分を有する、上記１～４のいずれか一項に記載の圧電
素子。
　Ａ）該圧電素子の末端部分を構成する繊維の長さ０．５ｍｍ以上の部分を、該信号用金
属製端子の一部が把持し、該把持部分または該把持部分から１ｍｍ以内の場所において、
該圧電素子の芯部と該信号用金属製端子とが直接あるいは導電性材料を介して間接的に電
気接続され固定された様態
　Ｂ）該信号用金属製端子の一部がフォーク状あるいは針状であり、このフォーク状部分
または針状部分が該圧電素子の該鞘部に接触しながら該芯部の導電性繊維と直接または導
電性材料を介して間接的に接続され、この接続箇所から１０ｍｍ以内の場所において、該
信号用金属製端子の別の部位または該信号用金属製端子に固定された部品により該圧電素
子が該信号用金属製端子に固定された様態
６．該芯部と該信号用金属製端子との接続部分から５ｍｍ以内にある該鞘部の圧電性繊維
の一部または全部が繊維形状を失い融着した、上記１～５のいずれか一項に記載の圧電素
子。
７．該鞘部の表面にはんだまたは導電ペーストからなる、該芯部と電気的に接続された導
電性材料を備えており、該鞘部の表面に備えられた該導電性材料と該信号用金属製端子と
が接触することで該芯部と該信号用金属製端子とが間接的に電気接続されている、上記１
～６のいずれか一項に記載の圧電素子。
８．上記１～７のいずれか一項に記載の圧電素子を含む布帛を備える圧電素子において、
該信号用金属製端子あるいはシールド用金属製端子が該圧電素子に固定された部分から長
さ１０ｍｍ以内の範囲において、該圧電素子の少なくとも一部が布帛状基材に固定された
、圧電素子。
９．上記１～７のいずれか一項に記載の圧電素子が、２本以上、略平行に配置され、それ
ぞれの圧電素子に接続された２つ以上の信号用金属製端子が１つのコネクタハウジングに
まとめられ、一括して別のコネクタと接続可能にされている、上記１～８のいずれか一項
に記載の圧電素子。
１０．上記１～７のいずれか一項に記載の圧電素子が、織布あるいは編地を構成する糸の
一部として２本以上略平行に配置された、上記９に記載の圧電素子。
１１．圧電性繊維が主成分としてポリ乳酸を含み、
　前記導電性繊維に対する前記圧電性繊維の巻きつけ角度は１５°以上、７５°以下であ
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る、上記１～１０のいずれか一項に記載の圧電素子。
１２．前記圧電性繊維の総繊度は、前記導電性繊維の総繊度の１倍以上、２０倍以下であ
る、上記１～１１のいずれか一項に記載の圧電素子。
１３．前記圧電性繊維の一本あたり繊度は、前記導電性繊維の総繊度の１／２０倍以上、
２倍以下である、上記１～１２のいずれか一項に記載の圧電素子。
１４．前記圧電素子の少なくとも一部と交差して接触する導電性繊維を更に含む、上記８
～１０のいずれか一項に記載の圧電素子。
１５．前記導電性繊維が、前記圧電素子と交差する繊維のうちの３０％以上を構成する、
上記１４に記載の圧電素子。
１６．上記１～１５のいずれか一項に記載の圧電素子と、
　印加された圧力に応じて前記圧電素子から出力される電気信号を増幅する増幅手段と、
　前記増幅手段で増幅された電気信号を出力する出力手段と、
　を備えるデバイス。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明により、比較的小さな変形で生じる応力によっても、大きな電気信号を取り出す
ことが可能で、更にノイズ信号を抑制できる繊維状の端子付き圧電素子を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施形態に係る組紐状圧電素子の構成例を示す模式図である。
【図２】実施形態（様態Ａ）に係る組紐状圧電素子と金属製端子との接続例を示す模式図
である。
【図３】実施形態（様態Ｂフォーク状）に係る組紐状圧電素子と金属製端子との接続例を
示す模式図である。
【図４】実施形態（様態Ｂ針状）に係る組紐状圧電素子と金属製端子との接続例を示す模
式図である。
【図５】実施形態に係る布帛状圧電素子の構成例を示す模式図である。
【図６】実施形態に係る圧電素子を備えるデバイスを示すブロック図である。
【図７】実施形態に係る布帛状圧電素子を備えるデバイスの構成例を示す模式図である。
【図８】実施形態に係る布帛状圧電素子を備えるデバイスの他の構成例を示す模式図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
（組紐状圧電素子）
　図１は実施形態に係る組紐状圧電素子の構成例を示す模式図である。
　組紐状圧電素子１は、導電性繊維Ｂで形成された芯部３と、芯部３を被覆するように組
紐状の圧電性繊維Ａで形成された鞘部２と、鞘部２を被覆する導電層４とを備えている。
　導電層４による鞘部２の被覆率は２５％以上が好ましい。ここで被覆率とは、導電層４
を鞘部２へ投影した際の導電層４に含まれる導電性領域の面積と鞘部２の表面積の比率で
あり、その値は２５％以上が好ましく、５０％以上がより好ましく、７５％以上であるこ
とがさらに好ましい。導電層４の被覆率が２５％を下回るとノイズ信号の抑制効果が十分
に発揮されない場合がある。導電性領域が導電層４の表面へ露出していない場合、例えば
導電性領域を内包する繊維を導電層４として使用して鞘部２を被覆している場合は、その
繊維の鞘部２へ投影した際の面積と鞘部２の表面積の比率を被覆率とすることができる。
【００１５】
　導電性領域とは、導電層４に含まれる導電性を担う部分であり、例えば、導電層４を導
電性繊維と絶縁性繊維とで構成した場合の導電性繊維部分をさす。
【００１６】
　組紐状圧電素子１では、少なくとも一本の導電性繊維Ｂの外周面を多数の圧電性繊維Ａ
が緻密に取り巻いている。特定の理論に束縛されるものではないが、組紐状圧電素子１に
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変形が生じると、多数の圧電性繊維Ａそれぞれに変形による応力が生じ、それにより多数
の圧電性繊維Ａそれぞれに電場が生じ（圧電効果）、その結果、導電性繊維Ｂを取り巻く
多数の圧電性繊維Ａの電場を重畳した電圧変化が導電性繊維Ｂに生じるものと推測される
。すなわち圧電性繊維Ａの組紐状の鞘部２を用いない場合と比較して導電性繊維Ｂからの
電気信号が増大する。それにより、組紐状圧電素子１では、比較的小さな変形で生じる応
力によっても、大きな電気信号を取り出すことが可能となる。なお、導電性繊維Ｂは複数
本であってもよい。
【００１７】
　ここで、圧電性繊維Ａは主成分としてポリ乳酸を含むことが好ましい。「主成分として
」とは、圧電性繊維Ａの成分のうち最も多い成分がポリ乳酸であるとの意味である。ポリ
乳酸中の乳酸ユニットは９０モル％以上であることが好ましく、９５モル％以上であるこ
とがより好ましく、９８モル％以上がさらに好ましい。
【００１８】
　また、導電性繊維Ｂに対する圧電性繊維Ａの巻きつけ角度αは１５°以上、７５°以下
であることが好ましい。すなわち、導電性繊維Ｂ（芯部３）の中心軸ＣＬの方向に対して
、圧電性繊維Ａの巻きつけ角度αは１５°以上、７５°以下であることが好ましい。ただ
し、本実施形態では、導電性繊維Ｂの中心軸ＣＬは、圧電性繊維Ａの組紐（鞘部２）の中
心軸（以下、「組紐軸」ともいう。）と重なることから、圧電性繊維Ａの組紐軸の方向に
対して、圧電性繊維Ａの巻きつけ角度αは１５°以上、７５°以下であることが好ましい
、ということもできる。より大きな電気信号を取り出す観点からは、角度αは２５°以上
、６５°以下であることがより好ましく、３５°以上、５５°以下であることがさらに好
ましく、４０°以上、５０°以下であることがとりわけ好ましい。角度αがこの角度範囲
を外れると、圧電性繊維Ａに生じる電界が著しく低下し、それにより導電性繊維Ｂで得ら
れる電気信号が著しく低下してしまうからである。
　なお、上記角度αについては、鞘部２を形成する圧電性繊維Ａの主方向と導電性繊維Ｂ
の中心軸ＣＬとのなす角ともいうことができ、圧電性繊維Ａの一部が弛んでいたり、毛羽
だっていてもよい。
【００１９】
　ここで、圧電性繊維Ａに生じる電界が著しく低下する理由は以下のとおりである。圧電
性繊維Ａはポリ乳酸を主成分とし、圧電性繊維Ａの繊維軸の方向に一軸配向している。こ
こで、ポリ乳酸は、その配向方向（この場合には圧電性繊維Ａの繊維軸の方向）に対して
せん断応力が生じた場合に電界を生じるが、その配向方向に対して引張応力や圧縮応力が
生じた場合に電界をあまり生じない。したがって、組紐軸の方向に平行に変形したときに
圧電性繊維Ａにせん断応力が生じるようにするためには、圧電性繊維Ａ（ポリ乳酸）の配
向方向が組紐軸に対して所定の角度範囲にあることがよいと推測される。
【００２０】
　なお、組紐状圧電素子１では、本発明の目的を達成する限り、鞘部２では圧電性繊維Ａ
以外の他の繊維と組み合わせて混繊等を行ってもよいし、芯部３では導電性繊維Ｂ以外の
他の繊維と組み合わせて混繊等を行ってもよい。
【００２１】
　導電性繊維Ｂの芯部３と組紐状の圧電性繊維Ａの鞘部２と、鞘部２を被覆する導電層４
とで構成される組紐状圧電素子の長さは特に限定はない。例えば、その組紐状圧電素子は
製造において連続的に製造され、その後に必要な長さに切断して利用してもよい。組紐状
圧電素子の長さは１ｍｍ～１０ｍ、好ましくは、５ｍｍ～２ｍ、より好ましくは１ｃｍ～
１ｍである。長さが短過ぎると繊維形状である利便性が失われ、また、長さが長過ぎると
導電性繊維Ｂの抵抗値を考慮する必要が出てくるであろう。
【００２２】
　以下、各構成について詳細に説明する。
（導電性繊維）
　導電性繊維Ｂとしては、導電性を示すものであればよく、公知のあらゆるものが用いら
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れる。導電性繊維Ｂとしては、例えば、金属繊維、導電性高分子からなる繊維、炭素繊維
、繊維状あるいは粒状の導電性フィラーを分散させた高分子からなる繊維、あるいは繊維
状物の表面に導電性を有する層を設けた繊維が挙げられる。繊維状物の表面に導電性を有
する層を設ける方法としては、金属コート、導電性高分子コート、導電性繊維の巻付けな
どが挙げられる。なかでも金属コートが導電性、耐久性、柔軟性などの観点から好ましい
。金属をコートする具体的な方法としては、蒸着、スパッタ、電解メッキ、無電解メッキ
などが挙げられるが生産性などの観点からメッキが好ましい。このような金属をメッキさ
れた繊維は金属メッキ繊維ということができる。
【００２３】
　金属をコートされるベースの繊維として、導電性の有無によらず公知の繊維を用いるこ
とができ、例えば、ポリエステル繊維、ナイロン繊維、アクリル繊維、ポリエチレン繊維
、ポリプロピレン繊維、塩化ビニル繊維、アラミド繊維、ポリスルホン繊維、ポリエーテ
ル繊維、ポリウレタン繊維等の合成繊維の他、綿、麻、絹等の天然繊維、アセテート等の
半合成繊維、レーヨン、キュプラ等の再生繊維を用いることができる。ベースの繊維はこ
れらに限定されるものではなく、公知の繊維を任意に用いることができ、これらの繊維を
組み合わせて用いてもよい。
【００２４】
　ベースの繊維にコートされる金属は導電性を示し、本発明の効果を奏する限り、いずれ
を用いてもよい。例えば、金、銀、白金、銅、ニッケル、スズ、亜鉛、パラジウム、酸化
インジウム錫、硫化銅など、およびこれらの混合物や合金などを用いることができる。
【００２５】
　導電性繊維Ｂに屈曲耐性のある金属コートした有機繊維を使用すると、導電性繊維が折
れることが非常に少なく、圧電素子を用いたセンサーとしての耐久性や安全性に優れる。
【００２６】
　導電性繊維Ｂはフィラメントを複数本束ねたマルチフィラメントであっても、また、フ
ィラメント一本からなるモノフィラメントであってもよいし、一本の紡績糸でも、複数本
の紡績糸を束ねた糸束形態（撚糸を含む）としてもよくさらに、フィラメントと紡績糸と
を組み合わせた長短複合糸としてもよい。マルチフィラメントの方が電気特性の長尺安定
性の観点で好ましい。モノフィラメントまたは１本の紡績糸の場合、その単糸径は１μｍ
～５０００μｍであり、好ましくは２μｍ～１００μｍである。さらに好ましくは３μｍ
～５０μｍである。マルチフィラメント、糸束形態、長短複合糸の場合、フィラメントな
いし糸数としては、１本～１０００００本が好ましく、より好ましくは５本～５００本、
さらに好ましくは１０本～１００本である。ただし、導電性繊維Ｂの繊度・本数とは、組
紐を作製する際に用いる芯部３の繊度・本数であり、複数本のモノフィラメントで形成さ
れるマルチフィラメントも、複数本の紡績糸を束ねた糸束形態（撚糸を含む）も、フィラ
メントと紡績糸とを組み合わせた長短複合糸も、いずれも一本の導電性繊維Ｂと数えるも
のとする。ここで芯部３とは、導電性繊維以外の繊維を用いた場合であっても、それを含
めた全体の量とする。
【００２７】
　繊維の直径が小さいと強度が低下しハンドリングが困難となり、また、直径が大きい場
合にはフレキシブル性が犠牲になる。導電性繊維Ｂの断面形状としては円または楕円であ
ることが、圧電素子の設計および製造の観点で好ましいが、これに限定されない。
【００２８】
　また、圧電性高分子からの電気出力を効率よく取り出すため、電気抵抗は低いことが好
ましく、体積抵抗率としては１０－１Ω・ｃｍ以下であることが好ましく、より好ましく
は１０－２Ω・ｃｍ以下、さらに好ましくは１０－３Ω・ｃｍ以下である。ただし、電気
信号の検出で十分な強度が得られるのであれば導電性繊維Ｂの抵抗率はこの限りではない
。
【００２９】
　導電性繊維Ｂは、本発明の用途から、繰り返しの曲げやねじりといった動きに対して耐
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性がなければならない。その指標としては、結節強さが、より大きいものが好まれる。結
節強さはＪＩＳ　Ｌ１０１３：２０１０　８．６の方法で測定することができる。本発明
に適当な結節強さの程度としては、０．５ｃＮ／ｄｔｅｘ以上であることが好ましく、１
．０ｃＮ／ｄｔｅｘ以上であることがより好ましく、１．５ｃＮ／ｄｔｅｘ以上であるこ
とがさらに好ましく、２．０ｃＮ／ｄｔｅｘ以上であることが最も好ましい。また、別の
指標としては、曲げ剛性が、より小さいものが好まれる。曲げ剛性は、カトーテック（株
）製ＫＥＳ―ＦＢ２純曲げ試験機などの測定装置で測定されるのが一般的である。本発明
に適当な曲げ剛性の程度としては、東邦テナックス（株）製の炭素繊維“テナックス”（
登録商標）ＨＴＳ４０－３Ｋよりも小さいほうが好ましい。具体的には、導電性繊維の曲
げ剛性が０．０５×１０－４Ｎ・ｍ２／ｍ以下であることが好ましく、０．０２×１０－

４Ｎ・ｍ２／ｍ以下であることがより好ましく、０．０１×１０－４Ｎ・ｍ２／ｍ以下で
あることがさらに好ましい。
【００３０】
（圧電性繊維）
　圧電性繊維Ａの材料である圧電性高分子としてはポリフッ化ビニリデンやポリ乳酸のよ
うな圧電性を示す高分子を利用できるが、本実施形態では上記のように圧電性繊維Ａは主
成分としてポリ乳酸を含むことが好適である。ポリ乳酸は、例えば溶融紡糸後に延伸によ
って容易に配向して圧電性を示し、ポリフッ化ビニリデンなどで必要となる電界配向処理
が不要な点で生産性に優れている。しかしこのことは、本発明を実施するに際してポリフ
ッ化ビニリデンその他の圧電性材料の使用を排除することを意図するものではない。
【００３１】
　ポリ乳酸としては、その結晶構造によって、Ｌ－乳酸、Ｌ－ラクチドを重合してなるポ
リ－Ｌ－乳酸、Ｄ－乳酸、Ｄ－ラクチドを重合してなるポリ－Ｄ－乳酸、さらに、それら
のハイブリッド構造からなるステレオコンプレックスポリ乳酸などがあるが、圧電性を示
すものであればいずれも利用できる。圧電率の高さの観点で好ましくは、ポリ－Ｌ－乳酸
、ポリ－Ｄ－乳酸である。ポリ－Ｌ－乳酸、ポリ－Ｄ－乳酸はそれぞれ、同じ応力に対し
て分極が逆になるために、目的に応じてこれらを組み合わせて使用することも可能である
。
【００３２】
　ポリ乳酸の光学純度は９９％以上であることが好ましく、９９．３％以上であることが
より好ましく、９９．５％以上であることがさらに好ましい。光学純度が９９％未満であ
ると著しく圧電率が低下する場合があり、圧電性繊維Ａの形状変化よって十分な電気信号
を得ることが難しくなる場合がある。特に、圧電性繊維Ａは、主成分としてポリ－Ｌ－乳
酸またはポリ－Ｄ－乳酸を含み、これらの光学純度が９９％以上であることが好ましい。
【００３３】
　ポリ乳酸を主成分とする圧電性繊維Ａは、製造時に延伸されて、その繊維軸方向に一軸
配向している。さらに、圧電性繊維Ａは、その繊維軸方向に一軸配向しているだけでなく
、ポリ乳酸の結晶を含むものであることが好ましく、一軸配向したポリ乳酸の結晶を含む
ものであることがより好ましい。なぜなら、ポリ乳酸はその結晶性が高いことおよび一軸
配向していることでより大きな圧電性を示すためである。
【００３４】
　結晶性および一軸配向性はホモＰＬＡ結晶化度Ｘｈｏｍｏ（％）および結晶配向度Ａｏ
（％）で求められる。本発明の圧電性繊維Ａとしては、ホモＰＬＡ結晶化度Ｘｈｏｍｏ（
％）および結晶配向度Ａｏ（％）が下記式（１）を満たすことが好ましい。
　　　Ｘｈｏｍｏ×Ａｏ×Ａｏ÷１０６≧０．２６　　　（１）
　上記式（１）を満たさない場合、結晶性および／または一軸配向性が十分でなく、動作
に対する電気信号の出力値が低下したり、特定方向の動作に対する信号の感度が低下した
りするおそれがある。上記式（１）の左辺の値は、０．２８以上がより好ましく、０．３
以上がさらに好ましい。ここで、各々の値は下記に従って求める。
【００３５】
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ホモポリ乳酸結晶化度Ｘｈｏｍｏ：
　ホモポリ乳酸結晶化度Ｘｈｏｍｏについては、広角Ｘ線回折分析（ＷＡＸＤ）による結
晶構造解析から求める。広角Ｘ線回折分析（ＷＡＸＤ）では、リガク製ｕｌｔｒａｘ１８
型Ｘ線回折装置を用いて透過法により、以下条件でサンプルのＸ線回折図形をイメージン
グプレートに記録する。
　　Ｘ線源：　Ｃｕ－Ｋα線（コンフォーカル ミラー）
　　出力：　４５ｋＶ×６０ｍＡ
　　スリット：　１ｓｔ：１ｍｍΦ，２ｎｄ：０．８ｍｍΦ
　　カメラ長：　１２０ｍｍ
　　積算時間：　１０分
　　サンプル：　３５ｍｇのポリ乳酸繊維を引き揃え３ｃｍの繊維束とする。
　得られるＸ線回折図形において方位角にわたって全散乱強度Ｉｔｏｔａｌを求め、ここ
で２θ＝１６．５°，１８．５°，２４．３°付近に現れるホモポリ乳酸結晶に由来する
各回折ピークの積分強度の総和ΣＩＨＭｉを求める。これらの値から下式（２）に従い、
ホモポリ乳酸結晶化度Ｘｈｏｍｏを求める。
　　ホモポリ乳酸結晶化度Ｘｈｏｍｏ（％）＝ΣＩＨＭｉ／Ｉｔｏｔａｌ×１００　　　
（２）
　なお、ΣＩＨＭｉは、全散乱強度においてバックグランドや非晶による散漫散乱を差し
引くことによって算出する。
【００３６】
（２）結晶配向度Ａｏ：
　結晶配向度Ａｏについては、上記の広角Ｘ線回折分析（ＷＡＸＤ）により得られるＸ線
回折図形において、動径方向の２θ＝１６．５°付近に現れるホモポリ乳酸結晶に由来す
る回折ピークについて、方位角（°）に対する強度分布をとり、得られた分布プロファイ
ルの半値幅の総計ΣＷｉ（°）から次式（３）より算出する。
　　結晶配向度Ａｏ（％）＝（３６０－ΣＷｉ）÷３６０×１００　　　（３）
【００３７】
　なお、ポリ乳酸は加水分解が比較的速いポリエステルであるから、耐湿熱性が問題とな
る場合においては、公知の、イソシアネート化合物、オキサゾリン化合物、エポキシ化合
物、カルボジイミド化合物などの加水分解防止剤を添加してもよい。また、必要に応じて
リン酸系化合物などの酸化防止剤、可塑剤、光劣化防止剤などを添加して物性改良しても
よい。
【００３８】
　また、ポリ乳酸は他のポリマーとのアロイとして用いてもよいが、ポリ乳酸を主たる圧
電性高分子として用いるならば、アロイの全質量を基準として少なくとも５０質量％以上
でポリ乳酸を含有していることが好ましく、さらに好ましくは７０質量％以上、最も好ま
しくは９０質量％以上である。
【００３９】
　アロイとする場合のポリ乳酸以外のポリマーとしては、ポリブチレンテレフタレート、
ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート共重合体、ポリメタクリレート
等が好適な例として挙げられるが、これらに限定されるものではなく、本発明で目的とす
る圧電性を奏する限り、どのようなポリマーを用いてもよい。
【００４０】
　圧電性繊維Ａはフィラメントを複数本束ねたマルチフィラメントであっても、また、フ
ィラメント一本からなるモノフィラメントであってもよいし、一本の紡績糸でも、複数本
の紡績糸を束ねた糸束形態（撚糸を含む）としてもよく、さらに、フィラメントと紡績糸
とを組み合わせた長短複合糸としてもよい。モノフィラメントまたは１本の紡績糸の場合
、その単糸径は１μｍ～５ｍｍであり、好ましくは５μｍ～２ｍｍ、さらに好ましくは１
０μｍ～１ｍｍである。マルチフィラメント、糸束形態、長短複合糸の場合、その単糸径
は０．１μｍ～５ｍｍであり、好ましくは２μｍ～１００μｍ、さらに好ましくは３μｍ
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～５０μｍである。マルチフィラメント、糸束形態、長短複合糸のフィラメントないし糸
数としては、１本～１０００００本が好ましく、より好ましくは５０本～５００００本、
さらに好ましくは１００本～２００００本である。ただし、圧電性繊維Ａの繊度や本数に
ついては、組紐を作製する際のキャリア１つあたりの繊度、本数であり、複数本のモノフ
ィラメントで形成されるマルチフィラメントも、複数本の紡績糸を束ねた糸束形態（撚糸
を含む）も、フィラメントと紡績糸とを組み合わせた長短複合糸も、いずれも一本の圧電
性繊維Ａと数えるものとする。ここで、キャリア１つの中に、圧電性繊維以外の繊維を用
いた場合であっても、それを含めた全体の量とする。
【００４１】
　このような圧電性高分子を圧電性繊維Ａとするためには、高分子から繊維化するための
公知の手法を、本発明の効果を奏する限りいずれも採用することができる。例えば、圧電
性高分子を押し出し成型して繊維化する手法、圧電性高分子を溶融紡糸して繊維化する手
法、圧電性高分子を乾式あるいは湿式紡糸により繊維化する手法、圧電性高分子を静電紡
糸により繊維化する手法、フィルムを形成した後に細くカットする手法、などを採用する
ことができる。これらの紡糸条件は、採用する圧電性高分子に応じて公知の手法を適用す
ればよく、通常は工業的に生産の容易な溶融紡糸法を採用すればよい。さらに、繊維を形
成後には形成された繊維を延伸する。それにより一軸延伸配向しかつ結晶を含む大きな圧
電性を示す圧電性繊維Ａが形成される。
【００４２】
　また、圧電性繊維Ａは、上記のように作製されたものを組紐とする前に、染色、撚糸、
合糸、熱処理などの処理をすることができる。
【００４３】
　さらに、圧電性繊維Ａは、組紐を形成する際に繊維同士が擦れて断糸したり、毛羽が出
たりする場合があるため、その強度と耐摩耗性は高い方が好ましく、強度は１．５ｃＮ／
ｄｔｅｘ以上であることが好ましく、２．０ｃＮ／ｄｔｅｘ以上であることがより好まし
く、２．５ｃＮ／ｄｔｅｘ以上であることがさらに好ましく、３．０ｃＮ／ｄｔｅｘ以上
であることが最も好ましい。耐摩耗性は、ＪＩＳ　Ｌ１０９５　９．１０．２　Ｂ法など
で評価することができ、摩擦回数は１００回以上が好ましく、１０００回以上であること
がより好ましく、５０００回以上であることがさらに好ましく、１００００回以上である
ことが最も好ましい。耐摩耗性を向上させるための方法は特に限定されるものではなく、
公知のあらゆる方法を用いることができ、例えば、結晶化度を向上させたり、微粒子を添
加したり、表面加工したりすることができる。また、組紐に加工する際に、繊維に潤滑剤
を塗布して摩擦を低減させることもできる。
【００４４】
　また、圧電性繊維の収縮率は、前述した導電性繊維の収縮率との差が小さいことが好ま
しい。収縮率差が大きいと、組紐作製後や布帛作製後の後処理工程や実使用時に熱がかか
った時や経時変化により組紐が曲がったり、布帛の平坦性が悪くなったり、圧電信号が弱
くなってしまう場合がある。収縮率を後述の沸水収縮率で定量化した場合、圧電性繊維の
沸水収縮率Ｓ（ｐ）および導電性繊維の沸水収縮率Ｓ（ｃ）が下記式（４）を満たすこと
が好適である。
　　｜Ｓ（ｐ）－Ｓ（ｃ）｜≦１０　　　（４）
　上記式（４）の左辺は５以下であることがより好ましく、３以下であればさらに好まし
い。
【００４５】
　また、圧電性繊維の収縮率は、導電性繊維以外の繊維、例えば絶縁性繊維の収縮率との
差も小さいことが好ましい。収縮率差が大きいと、組紐作製後や布帛作製後の後処理工程
や実使用時に熱がかかった時や経時変化により組紐が曲がったり、布帛の平坦性が悪くな
ったり、圧電信号が弱くなってしまう場合がある。収縮率を沸水収縮率で定量化した場合
、圧電性繊維の沸水収縮率Ｓ（ｐ）および絶縁性繊維の沸水収縮率Ｓ（ｉ）が下記式（５
）を満たすことが好適である。
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　　｜Ｓ（ｐ）－Ｓ（ｉ）｜≦１０　　　（５）
　上記式（５）の左辺は５以下であることがより好ましく、３以下であればさらに好まし
い。
【００４６】
　また、圧電性繊維の収縮率は小さい方が好ましい。例えば収縮率を沸水収縮率で定量化
した場合、圧電性繊維の収縮率は１５％以下であることが好ましく、より好ましくは１０
％以下、さらに好ましくは５％以下、最も好ましくは３％以下である。収縮率を下げる手
段としては、公知のあらゆる方法を適用することができ、例えば、熱処理により非晶部の
配向緩和や結晶化度を上げることにより収縮率を低減することができ、熱処理を実施する
タイミングは特に限定されず、延伸後、撚糸後、組紐化後、布帛化後などが挙げられる。
なお、上述の沸水収縮率は以下の方法で測定するものとする。枠周１．１２５ｍの検尺機
で捲数２０回のカセを作り、０．０２２ｃＮ／ｄｔｅｘの荷重を掛けて、スケール板に吊
るして初期のカセ長Ｌ０を測定した。その後、このカセを１００℃の沸騰水浴中で３０分
間処理後、放冷し再び上記荷重を掛けてスケール板に吊るし収縮後のカセ長Ｌを測定した
。測定されたＬ０およびＬを用いて下記式（６）により沸水収縮率を計算する。
　　沸水収縮率＝（Ｌ０－Ｌ）／Ｌ０×１００（％）　　（６）
【００４７】
（被覆）
　導電性繊維Ｂ、すなわち芯部３は、圧電性繊維Ａ、すなわち組紐状の鞘部２で表面が被
覆されている。導電性繊維Ｂを被覆する鞘部２の厚みは１μｍ～１０ｍｍであることが好
ましく、５μｍ～５ｍｍであることがより好ましく、１０μｍ～３ｍｍであることがさら
に好ましい、２０μｍ～１ｍｍであることが最も好ましい。薄すぎると強度の点で問題と
なる場合があり、また、厚すぎると組紐状圧電素子１が硬くなり変形し難くなる場合があ
る。なお、ここで言う鞘部２とは芯部３に隣接する層のことを指す。
【００４８】
　組紐状圧電素子１において、鞘部２の圧電性繊維Ａの総繊度は、芯部３の導電性繊維Ｂ
の総繊度の１／２倍以上、２０倍以下であることが好ましく、１倍以上、１５倍以下であ
ることがより好ましく、２倍以上、１０倍以下であることがさらに好ましい。圧電性繊維
Ａの総繊度が導電性繊維Ｂの総繊度に対して小さ過ぎると、導電性繊維Ｂを囲む圧電性繊
維Ａが少な過ぎて導電性繊維Ｂが十分な電気信号を出力できず、さらに導電性繊維Ｂが近
接する他の導電性繊維に接触するおそれがある。圧電性繊維Ａの総繊度が導電性繊維Ｂの
総繊度に対して大き過ぎると、導電性繊維Ｂを囲む圧電性繊維Ａが多過ぎて組紐状圧電素
子１が硬くなり変形し難くなる。すなわち、いずれの場合にも組紐状圧電素子１がセンサ
ーとして十分に機能しなくなる。
　ここでいう総繊度とは、鞘部２を構成する圧電性繊維Ａ全ての繊度の和であり、例えば
、一般的な８打組紐の場合には、８本の繊維の繊度の総和となる。
【００４９】
　また、組紐状圧電素子１において、鞘部２の圧電性繊維Ａの一本あたりの繊度は、導電
性繊維Ｂの総繊度の１／２０倍以上、２倍以下であることが好ましく、１／１５倍以上、
１．５倍以下であることがより好ましく、１／１０倍以上、１倍以下であることがさらに
好ましい。圧電性繊維Ａ一本あたりの繊度が導電性繊維Ｂの総繊度に対して小さ過ぎると
、圧電性繊維Ａが少な過ぎて導電性繊維Ｂが十分な電気信号を出力できず、さらに圧電性
繊維Ａが切断するおそれがある。圧電性繊維Ａ一本あたりの繊度が導電性繊維Ｂの総繊度
に対して大き過ぎると、圧電性繊維Ａが太過ぎて組紐状圧電素子１が硬くなり変形し難く
なる。すなわち、いずれの場合にも組紐状圧電素子１がセンサーとして十分に機能しなく
なる。
【００５０】
　なお、導電性繊維Ｂに金属繊維を用いた場合や、金属繊維を導電性繊維Ａあるいは圧電
性繊維Ｂに混繊した場合は、繊度の比率は上記の限りではない。本発明において、上記比
率は、接触面積や被覆率、すなわち、面積および体積の観点で重要であるからである。例
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えば、それぞれの繊維の比重が２を超えるような場合には、繊維の平均断面積の比率が上
記繊度の比率であることが好ましい。
【００５１】
　圧電性繊維Ａと導電性繊維Ｂとはできるだけ密着していることが好ましいが、密着性を
改良するために、導電性繊維Ｂと圧電性繊維Ａとの間にアンカー層や接着層などを設けて
もよい。
【００５２】
　被覆の方法は導電性繊維Ｂを芯糸として、その周りに圧電性繊維Ａを組紐状に巻きつけ
る方法が取られる。一方、圧電性繊維Ａの組紐の形状は、印加された荷重で生じる応力に
対して電気信号を出力することが出来れば特に限定されるものではないが、芯部３を有す
る８打組紐や１６打組紐が好ましい。
【００５３】
　導電性繊維Ｂと圧電性繊維Ａの形状としては特に限定されるものではないが、できるだ
け同心円状に近いことが、好ましい。なお、導電性繊維Ｂとしてマルチフィラメントを用
いる場合、圧電性繊維Ａは、導電性繊維Ｂのマルチフィラメントの表面（繊維周面）の少
なくとも一部が接触しているように被覆していればよく、マルチフィラメントを構成する
すべてのフィラメント表面（繊維周面）に圧電性繊維Ａが被覆していてもよいし、被覆し
ていなくともよい。導電性繊維Ｂのマルチフィラメントを構成する内部の各フィラメント
への圧電性繊維Ａの被覆状態は、圧電性素子としての性能、取扱い性等を考慮して、適宜
設定すればよい。
【００５４】
　本発明の組紐状圧電素子１は、その表面に電極を存在させる必要が無いため、組紐状圧
電素子１自体をさらに被覆する必要がなく、また、誤動作しにくいという利点がある。
【００５５】
（導電層）
　導電層４の様態としては、コーティングの他、フィルム、布帛、繊維の巻き付けが考え
られ、またそれらを組み合わせてもよい。
【００５６】
　導電層４を形成するコーティングには導電性を示す物質を含むものが使用されていれば
よく、公知のあらゆるものが用いられる。例えば、金属、導電性高分子、導電性フィラー
を分散させた高分子が挙げられる。
【００５７】
　導電層４をフィルムの巻き付けにより形成する場合は、導電性高分子、導電性フィラー
を分散させた高分子を製膜して得られるフィルムが用いられ、また表面に導電性を有する
層を設けたフィルムが用いられてもよい。
【００５８】
　導電層４を布帛の巻き付けにより形成する場合は、後述する導電性繊維６を構成成分と
する布帛が用いられる。
【００５９】
　導電層４を繊維の巻き付けにより形成する場合、その手法としては、カバーリング、編
物、組物が考えられる。また、使用する繊維は、導電性繊維６であり、導電性繊維６は、
上記導電性繊維Ｂと同一種であっても異種の導電性繊維であってもよい。導電性繊維６と
しては、例えば、金属繊維、導電性高分子からなる繊維、炭素繊維、繊維状あるいは粒状
の導電性フィラーを分散させた高分子からなる繊維、あるいは繊維状物の表面に導電性を
有する層を設けた繊維が挙げられる。繊維状物の表面に導電性を有する層を設ける方法と
しては、金属コート、導電性高分子コート、導電性繊維の巻付けなどが挙げられる。なか
でも金属コートが導電性、耐久性、柔軟性などの観点から好ましい。金属をコートする具
体的な方法としては、蒸着、スパッタ、電解メッキ、無電解メッキなどが挙げられるが、
生産性などの観点からメッキが好ましい。このような金属をメッキされた繊維は金属メッ
キ繊維ということができる。
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【００６０】
　金属をコートされるベースの繊維として、導電性の有無によらず公知の繊維を用いるこ
とができ、例えば、ポリエステル繊維、ナイロン繊維、アクリル繊維、ポリエチレン繊維
、ポリプロピレン繊維、塩化ビニル繊維、アラミド繊維、ポリスルホン繊維、ポリエーテ
ル繊維、ポリウレタン繊維等の合成繊維の他、綿、麻、絹等の天然繊維、アセテート等の
半合成繊維、レーヨン、キュプラ等の再生繊維を用いることができる。ベースの繊維はこ
れらに限定されるものではなく、公知の繊維を任意に用いることができ、これらの繊維を
組み合わせて用いてもよい。
【００６１】
　ベースの繊維にコートされる金属は導電性を示し、本発明の効果を奏する限り、いずれ
を用いてもよい。例えば、金、銀、白金、銅、ニッケル、スズ、亜鉛、パラジウム、酸化
インジウム錫、硫化銅など、およびこれらの混合物や合金などを用いることができる。
【００６２】
　導電性繊維６に屈曲耐性のある金属コートした有機繊維を使用すると、導電性繊維が折
れることが非常に少なく、圧電素子を用いたセンサーとしての耐久性や安全性に優れる。
【００６３】
　導電性繊維６はフィラメントを複数本束ねたマルチフィラメントであっても、また、フ
ィラメント一本からなるモノフィラメントであってもよいし、一本の紡績糸でも、複数本
の紡績糸を束ねた糸束形態（撚糸を含む）としてもよくさらに、フィラメントと紡績糸と
を組み合わせた長短複合糸としてもよい。マルチフィラメントの方が電気特性の長尺安定
性の観点で好ましい。モノフィラメントまたは１本の紡績糸の場合、その単糸径は１μｍ
～５０００μｍであり、好ましくは２μｍ～１００μｍである。さらに好ましくは３μｍ
～５０μｍである。マルチフィラメント、糸束形態、長短複合糸の場合、フィラメントな
いし糸数としては、１本～１０００００本が好ましく、より好ましくは５本～５００本、
さらに好ましくは１０本～１００本である。
【００６４】
　繊維の直径が小さいと強度が低下しハンドリングが困難となり、また、直径が大きい場
合にはフレキシブル性が犠牲になる。導電性繊維６の断面形状としては円または楕円であ
ることが、圧電素子の設計および製造の観点で好ましいが、これに限定されない。
【００６５】
　また、ノイズ信号の抑制効果を高めるため、電気抵抗は低いことが好ましく、体積抵抗
率としては１０-1Ω・ｃｍ以下であることが好ましく、より好ましくは１０-2Ω・ｃｍ以
下、さらに好ましくは１０-3Ω・ｃｍ以下である。ただし、ノイズ信号の抑制効果が得ら
れるのであれば抵抗率はこの限りではない。
【００６６】
　導電性繊維６は、本発明の用途から、繰り返しの曲げやねじりといった動きに対して耐
性がなければならない。その指標としては、結節強さが、より大きいものが好まれる。結
節強さはＪＩＳ　Ｌ１０１３　８．６の方法で測定することができる。本発明に適当な結
節強さの程度としては、０．５ｃＮ／ｄｔｅｘ以上であることが好ましく、１．０ｃＮ／
ｄｔｅｘ以上であることがより好ましく、１．５ｃＮ／ｄｔｅｘ以上であることがさらに
好ましく、２．０ｃＮ／ｄｔｅｘ以上であることが最も好ましい。また、別の指標として
は、曲げ剛性が、より小さいものが好まれる。曲げ剛性は、カトーテック（株）製ＫＥＳ
―ＦＢ２純曲げ試験機などの測定装置で測定されるのが一般的である。本発明に適当な曲
げ剛性の程度としては、東邦テナックス（株）製の炭素繊維“テナックス”（登録商標）
ＨＴＳ４０－３Ｋよりも小さいほうが好ましい。具体的には、導電性繊維の曲げ剛性が０
．０５×１０-4Ｎ・ｍ2／ｍ以下であることが好ましく、０．０２×１０-4Ｎ・ｍ2／ｍ以
下であることがより好ましく、０．０１×１０-4Ｎ・ｍ2／ｍ以下であることがさらに好
ましい。
【００６７】
（端子）



(15) JP 2017-188538 A 2017.10.12

10

20

30

40

50

　本発明の組紐状圧電素子１は、その芯部に接続固定された信号用金属製端子と、鞘部の
周囲に設けられた導電層４に接続固定されたシールド用金属製端子とをさらに備え、絶縁
体を介して信号用金属製端子とシールド用金属製端子とが互いに固定されており、これら
２つの金属製端子が一体のコネクタ部品として取り扱えるため、信号を処理する回路への
接続が簡便かつ確実に行え、安定的にノイズを低減できる。
　また、前記シールド用金属製端子は、前記信号用金属製端子を絶縁体を介して覆って保
持していることが、端子部分で侵入するノイズの低減の観点から、好ましい。ここで覆っ
ているとは、信号用金属製端子に近接してシールド用金属製端子が配置され、その状態で
正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図及び底面図に投影したときに、各図におけ
る信号用金属製端子の領域の合計面積のうちシールド用金属製端子の領域が重なる面積の
割合が５０％以上である場合をさす。なお、別の端子と信号用金属製端子とを接続するた
めに必要な開口部や絶縁体を設けてあってもよい。
【００６８】
　本発明の組紐状圧電素子１の信号用金属製端子は、その芯部に、次のＡ、Ｂいずれかの
様態で接続固定されていることが好ましい。
　Ａ）組紐状圧電素子の末端部分を構成する繊維の長さ０．５ｍｍ以上の部分を、信号用
金属製端子の一部が把持し、該把持部分または該把持部分から１ｍｍ以内の場所において
、該組紐状圧電素子の芯部と信号用金属製端子とが直接あるいは導電性材料を介して間接
的に接続固定された様態。
　Ｂ）信号用金属製端子の一部がフォーク状あるいは針状であり、このフォーク状部分あ
るいは針状部分が組紐状圧電素子の鞘部に接触しながら芯部の導電性繊維と直接あるいは
導電性材料を介して間接的に接続され、この接続箇所から１０ｍｍ以内の場所において、
信号用金属製端子の別の部位あるいは信号用金属製端子に固定された部品により該組紐状
圧電素子が信号用金属製端子に固定された様態。
【００６９】
（様態Ａによる接続）
　図２（様態Ａ）は実施形態にかかる前記Ａの接続様態の構成例を示す模式図である。
　組紐状圧電素子の末端を構成する圧電性繊維および導電性繊維は、信号用金属製端子の
一部である把持部分によって把持されている。把持された状態とは、信号用金属製端子の
把持部分によって組紐状圧電素子が挟み込まれあるいは巻き込まれて互いに固定されてい
る状態を指す。爪状に成形された信号用金属製端子が工具により塑性変形させられて前記
の把持された状態となる構造や、金属製端子あるいは絶縁部に設けられた係合部により係
合された状態となる構造が好ましく採用される。信号用金属製端子は図２の右側部分に別
の端子と接続できる形状を有している。信号用金属製端子は絶縁体を介してシールド用金
属製端子に固定されており、シールド用金属製端子は信号用金属製端子を覆うよう配置さ
れている。シールド用金属製端子は把持部分を有しており、この把持部分によって導電層
４を把持することで導電層４と電気的に接続され固定されている。
　このような接続が行えるコネクタ部品として、特開平４－２８２５８０号公報、特開２
００２－３２４６３６号公報、特開２０１２－７９６５２号公報などに開示されている同
軸コネクタを好適に用いることができる。
【００７０】
　信号用金属製端子の把持部分は長さ０．５ｍｍ以上あることが好ましく、これより短い
場合は、組紐状圧電素子と信号用金属製端子との固定が弱く、ウェアラブルデバイス用途
などで様々な力が素子に加わる場合、組紐状圧電素子と信号用金属製端子とが離れてしま
うか、電気的接続が不安定になる場合がある。把持部分の長さはより好ましくは０．７ｍ
ｍ以上であり、さらに好ましくは１．０ｍｍ以上である。ここで把持部分の長さとは、組
紐状圧電素子を信号用金属製端子が把持している長さで、組紐状圧電素子の長さ方向に測
定した長さであり、信号用金属製端子が図２のように複数個所で組紐状圧電素子を把持し
ている場合は、その各把持部分の長さの合計である。
【００７１】
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　信号用金属製端子の把持部分または把持部分から１ｍｍ以内の場所において、組紐状圧
電素子の芯部と信号用金属製端子とは直接あるいは導電性材料を介して間接的に接続され
ている。図２には特に示していないが、本発明では後述する通り、組紐状圧電素子の鞘部
が信号用金属製端子との固定部分において解れていないことが好ましく、そのため信号用
金属製端子の把持部においても鞘部の被覆は完全には除去されておらず、鞘部の融解によ
る部分的除去や、はんだや導電ペーストなどの導電性材料の付与により、組紐状圧電素子
の芯部と信号用金属製端子が電気的に接続されることを可能にしている。ただし、組紐状
圧電素子の末端における切断作業や鞘部の除去作業により鞘部が解れている場合でも、信
号用金属製端子を固定する絶縁体が十分に鞘部を把持しており、実質的に鞘部が解れてい
ないとみなせる場合、すなわち有害なノイズ発生源にならない場合にはこの限りではない
。
【００７２】
（様態Ｂによる接続）
　図３（様態Ｂフォーク状）は実施形態にかかる前記様態Ｂのフォーク状の部分を備える
信号用金属製端子による接続様態の構成例を示す模式図である。図４（様態Ｂ針状）は実
施形態にかかる前記様態Ｂの針状の部分を備える信号用金属製端子による接続様態の構成
例を示す模式図である。
　図３および図４においては、それぞれの断面図に示す通り、信号用金属製端子の一部で
あるフォーク状部分あるいは針状部分が、組紐状圧電素子の鞘部に接触しながら芯部の導
電性繊維と直接あるいは導電性材料を介して間接的に接続されている。信号用金属製端子
は各図の右側部分に別の端子と接続できる形状を有している。信号用金属製端子は絶縁体
を介してシールド用金属製端子に固定されており、シールド用金属製端子は信号用金属製
端子を覆うよう配置されている。シールド用金属製端子は把持部分を有しており、この把
持部分によって導電層４を把持することで導電層４と電気的に接続され固定されている。
　このような接続が行えるコネクタ部品として、特開２００６－２７７９６０号公報に開
示されているスタック型ケーブルコネクタを好適に用いることができる。
【００７３】
　様態Ｂにおいては、信号用金属製端子のフォーク状部分あるいは針状部分のみによる組
紐状圧電素子の固定力が不十分である場合には、信号用金属製端子の別の部位あるいは信
号用金属製端子に固定された部品によっても組紐状圧電素子が信号用金属製端子に固定さ
れることが好ましい。また、このような追加の固定部位は、信号用金属製端子と芯部の導
電性繊維の接続箇所から１０ｍｍ以内の場所にあることが好ましい。接続箇所から１０ｍ
ｍを超える部分にしか追加の固定部位が無い場合、固定されていない組紐状圧電素子全体
および信号用金属製端子によって解れた鞘部がセンサーへの衝撃等により不安定に動き、
ノイズの原因となり得る。信号用金属製端子の別の部位あるいは信号用金属製端子に固定
された部品により組紐状圧電素子を固定するには、様態Ａのように信号用金属製端子の一
部で組紐状圧電素子を把持することができるが、信号用金属製端子に固定された樹脂製ハ
ウジング等の部品によって組紐状圧電素子を挟み込み把持するか、接着剤によって信号用
金属製端子や信号用金属製端子に固定された部品に固定することがより好ましい。
【００７４】
　図３および図４においては、追加の固定部位の一例として、信号用金属製端子の外装と
して絶縁体を備えており、図の絶縁体の左側の部分で組紐状圧電素子を挟んで把持し、信
号用金属製端子に固定された部品による固定部位としている。絶縁体は、図３および図４
の断面図に示す通り、上部と下部の２部分に分かれており、絶縁体上部は信号用金属製端
子にあらかじめ固定されていてもよい。組紐状圧電素子を信号用金属製端子に接続固定す
る際には、絶縁体上部に固定された信号用金属製端子と絶縁体下部とによって組紐状圧電
素子を挟み、さらに上下から力を加えることで信号用金属製端子を組紐状圧電素子に挿入
し、上部と下部の絶縁体が接して固定される様態が好ましい。そのため、信号用金属製端
子のフォーク状部分あるいは針状部分は鞘部の圧電性繊維の繊維間に挿入されるために必
要な細さあるいは薄さを備えているか、あるいは鞘部の圧電性繊維を部分的に切断するた
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めに必要な鋭利さを備えていることが好ましい。一つの信号用金属製端子は複数のフォー
ク状部分あるいは複数の針状部分を有していてもよいし、フォーク状部分と針状部分とを
同時に備えていてもよい。フォーク状部分を有する信号用金属製端子を用いる場合は、鞘
部の厚みが厚すぎるか芯部の総繊度が低すぎると芯部にフォーク状部分が接触しにくくな
るため、鞘部の厚みは１ｍｍ以下であることが好ましく、０．５ｍｍ以下がさらに好まし
く、芯部の総繊度は５０ｄＴｅｘ以上が好ましく、１００ｄＴｅｘ以上がさらに好ましい
。
【００７５】
（端子接続部）
　本発明の組紐状圧電素子は、信号用金属製端子あるいは信号用金属製端子に固定された
部品により固定された部分の端において、鞘部の組織が解けて芯部から離れた圧電性繊維
が、鞘部の圧電性繊維全体の２０％未満である部分を有することが好ましい。２０％を超
える場合、芯部から離れた圧電性繊維がセンサーへの衝撃等により不安定に動くことで圧
電性信号をランダムに発生し、ノイズの原因となる。組紐状圧電素子が信号用金属製端子
あるいは信号用金属製端子に固定された部品により固定された部分とは、様態Ａにおいて
信号用金属製端子により把持された部分や、様態Ｂにおいて信号用金属製端子のフォーク
状部分および針状部分が組紐状圧電素子の鞘部に接している部分や、様態Ａおよび様態Ｂ
において信号用金属製端子に固定された樹脂ハウジング等の部品によって組紐状圧電素子
が挟み込み把持された部分や、接着剤によって信号用金属製端子や信号用金属製端子に固
定された部品に組紐状圧電素子が固定された部分を指す。その端とは、固定された部分と
固定されていない部分の境界部から１ｍｍ以内の領域を指す。鞘部の組織が解けて芯部か
ら離れるとは、芯部表面から、組紐状圧電素子の鞘部の平均厚みの１．５倍以上の距離と
なる場所に鞘部の圧電性繊維が届いている状態を指し、圧電性繊維１本（すなわち組紐を
作成する際にキャリア１つから供給される繊維）ごとに判定する。鞘部の圧電性繊維がマ
ルチフィラメントの場合、圧電性繊維１本を構成するフィラメントのうち５０％以上が、
芯部表面から組紐状圧電素子の鞘部の平均厚みの１．５倍以上の距離に届いている場合、
その圧電性繊維１本は鞘部の組織が解けて芯部から離れていると判定する。判定は組紐状
圧電素子の側面から観察してもよいし、断面を観察してもよい。断面を観察する場合は、
切断時に鞘部が過度に解けないよう、エポキシ樹脂等で固定してから切断して観察する。
【００７６】
　本発明の素子の信号用金属製端子は、図２（様態Ａ）、図３（様態Ｂフォーク状）およ
び図４（様態Ｂ針状）のように組紐状圧電素子の末端に固定することもできるし、組紐状
圧電素子の途中に固定することもできる。
【００７７】
　本発明の素子は圧電性由来のノイズを抑制する目的達成のため、絶縁性被覆である組紐
の鞘部の繊維を除去しないまま信号用金属製端子を固定し、かつ、芯部と信号用金属製端
子の電気的接続を確保するという一見矛盾した構造を持つ。それを達成する構造として以
下の２例を挙げる。
【００７８】
　構造の１例として、芯部と信号用金属製端子との接続部分及びそこから５ｍｍ以内にあ
る鞘部の圧電性繊維の一部または全部が繊維形状を失い融着した構造が好ましく採用され
る。即ち、信号用金属製端子固定後の鞘部を構成する圧電性繊維の融解などにより、信号
用金属製端子と芯部の電気的接続を妨げる鞘部の圧電性繊維を流動させ、信号用金属製端
子と芯部の電気的接続を確保したのち冷却等を行って再び圧電性繊維を固化させ固定する
ことができる。圧電性繊維が融解後固化した固体は接着剤のように組紐状圧電素子と信号
用金属製端子を固定できる利点を有する。さらに圧電性繊維にポリ乳酸等の高分子繊維を
用いた場合、融解後固化した固体は圧電性を失うため、ノイズ源となるおそれがない。圧
電性繊維の融解は、ポリ乳酸繊維を用いた場合は１６０℃以上の温度を経る熱処理によっ
て実施できるが、不要なポリ乳酸の分解および不必要な鞘部の融解やその他の部材の変形
を防ぐため２２０℃以下で実施することが好ましい。圧電性繊維の融解は信号用金属製端
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子の固定時に行うこともでき、電気的接続が確保できているか確認しながら信号用金属製
端子の把持圧力を強くしていくことが好ましく、不必要な鞘部の変形を防ぐため、信号用
金属製端子を加熱して鞘部に熱を伝え融解させることが好ましい。工程の安全性や複数の
素子を同時に処理できる観点から、信号用金属製端子を取り付けた後に実施することも好
ましい。
【００７９】
　構造の別の例として、鞘部表面にはんだあるいは導電ペーストからなる、芯部と電気的
に接続された導電性材料を備えており、鞘部表面に備えられた導電性材料と信号用金属製
端子とが接触することで芯部と信号用金属製端子とが間接的に接続された構造を挙げるこ
とができる。導電性材料は芯部と信号用金属製端子との間に介在して電気的に導通させる
機能を有し、温度変化や溶媒除去や化学反応によって液体状（スラリー状を含む）から固
体状に変化するものであれば何でも用いることができ、はんだ、金属やカーボンなどの導
電性フィラーを含有する導電ペーストが好ましく用いられる。特に取扱い性と導電性から
、はんだおよび銀ペーストが好ましく用いられる。本発明の組紐状圧電素子は絶縁被覆が
繊維の集合体のため、表面から上記の導電性材料を付着させることで内部に染み込ませ、
芯部と電気的に接続された導電表面を鞘部表面に形成することができるが、より芯部との
電気的接続を確実にするため、導電性材料の固化前の流動性を低く調整して芯部に染み込
みやすくするか、導電性材料の固化前に組紐状圧電素子に物理的刺激を与えて鞘部の繊維
間の隙間を広げるか、あるいは組紐状圧電素子の末端の切断面にも導電性材料を付着させ
ることが好ましい。
【００８０】
（基材への固定）
　本発明の組紐状圧電素子は、信号用金属製端子あるいはシールド用金属製端子が組紐状
圧電素子に固定された部分から長さ１０ｍｍ以内の範囲において、該組紐状圧電素子の少
なくとも一部が布帛状基材に固定されていることが好ましい。１０ｍｍ以内に布帛状基材
に固定されている場所がない場合、固定されていない組紐状圧電素子が布帛状基材および
金属製端子への衝撃等により不安定に動き、ノイズの原因となる。布帛状基材への固定は
接着、縫い付けなどの後加工によって行ってもよいし、布帛組織を構成する糸として織り
込むまたは編み込むことによって固定されていてもよい。
【００８１】
（製造方法）
　本発明の組紐状圧電素子１は少なくとも１本の導電性繊維Ｂの表面を組紐状の圧電性繊
維Ａで被覆しているが、その製造方法としては例えば以下の方法が挙げられる。すなわち
、導電性繊維Ｂと圧電性繊維Ａを別々の工程で作製し、導電性繊維Ｂに圧電性繊維Ａを組
紐状に巻きつけて被覆する方法である。この場合には、できるだけ同心円状に近くなるよ
うに被覆することが好ましい。
【００８２】
　この場合、圧電性繊維Ａを形成する圧電性高分子としてポリ乳酸を用いる場合の好まし
い紡糸、延伸条件として、溶融紡糸温度は１５０℃～２５０℃が好ましく、延伸温度は４
０℃～１５０℃が好ましく、延伸倍率は１．１倍から５．０倍が好ましく、結晶化温度は
８０℃～１７０℃が好ましい。
【００８３】
　導電性繊維Ｂに巻きつける圧電性繊維Ａとしては、複数のフィラメントを束ねたマルチ
フィラメントを用いてもよく、また、モノフィラメントを用いても良いし、一本の紡績糸
でも、複数本の紡績糸を束ねた糸束形態（撚糸を含む）としてもよくさらに、フィラメン
トと紡績糸とを組み合わせた長短複合糸としてもよい。また、圧電性繊維Ａを巻きつけら
れる導電性繊維Ｂとしては、複数のフィラメントを束ねたマルチフィラメントを用いても
よく、また、モノフィラメントを用いても良い。さらに一本の紡績糸でも、複数本の紡績
糸を束ねた糸束形態（撚糸を含む）としてもよく、フィラメントと紡績糸とを組み合わせ
た長短複合糸としてもよい。
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【００８４】
　被覆の好ましい形態としては、導電性繊維Ｂを芯糸とし、その周囲に圧電性繊維Ａを組
紐状に製紐して、丸打組物（Ｔｕｂｕｌａｒ　Ｂｒａｉｄ）を作製することで被覆するこ
とができる。より具体的には芯部３を有する８打組紐や１６打組紐が挙げられる。ただし
、例えば、圧電性繊維Ａを編組チューブのような形態とし、導電性繊維Ｂを芯として当該
編組チューブに挿入することで被覆してもよい。
【００８５】
　導電層４は、コーティングや繊維の巻き付けによって製造されるが、製造の容易さの観
点より、繊維の巻き付けが好ましい。繊維の巻き付け方法としてはカバーリング、編物、
組物が考えられ、何れの方法により製造してもよい。
【００８６】
　以上のような製造方法により、導電性繊維Ｂの表面を組紐状の圧電性繊維Ａで被覆し、
さらにその周囲に導電層４を設けた組紐状圧電素子１を得ることができる。
【００８７】
　本発明の組紐状圧電素子１は、表面に電気信号を検出するための電極の形成を必要とし
ないため、比較的簡単に製造することができる。
【００８８】
（保護層）
　本発明の組紐状圧電素子１の最表面には保護層を設けてもよい。この保護層は絶縁性で
あることが好ましく、フレキシブル性などの観点から高分子からなるものがより好ましい
。保護層に絶縁性を持たせる場合には、もちろん、この場合には保護層ごと変形させたり
、保護層上を擦ったりすることになるが、これらの外力が圧電性繊維Ａまで到達し、その
分極を誘起できるものであれば特に限定はない。保護層としては、高分子などのコーティ
ングによって形成されるものに限定されず、フィルム、布帛、繊維などを巻付けてもよく
、あるいは、それらが組み合わされたものであってもよい。
【００８９】
　保護層の厚みとしては出来るだけ薄い方が、せん断応力を圧電性繊維Ａに伝えやすいが
、薄すぎると保護層自体が破壊される等の問題が発生しやすくなるため、好ましくは１０
ｎｍ～２００μｍ、より好ましくは５０ｎｍ～５０μｍ、さらに好ましくは７０ｎｍ～３
０μｍ、最も好ましくは１００ｎｍ～１０μｍである。この保護層により圧電素子の形状
を形成することもできる。
【００９０】
　さらには、圧電性繊維からなる層を複数層設けたり、信号を取り出すための導電性繊維
からなる層を複数層設けたりすることもできる。もちろん、これらの保護層、圧電性繊維
からなる層、導電性繊維からなる層は、その目的に応じて、その順番および層数は適宜決
められる。なお、巻付ける方法としては、鞘部２のさらに外層に組紐構造を形成したり、
カバーリングしたりする方法が挙げられる。
【００９１】
（作用）
　本発明の組紐状圧電素子１は、例えば組紐状圧電素子１の表面を擦るなどで、組紐状圧
電素子１に荷重が印加されて生じる応力、すなわち組紐状圧電素子１に印加される応力に
ついて、その大きさおよび／又は印加位置を検出するセンサーとして利用することができ
る。また、本発明の組紐状圧電素子１は、擦る以外の押圧力や曲げ変形などによっても圧
電性繊維Ａにせん断応力が与えられるならば、電気信号を取り出すことはもちろん可能で
ある。例えば、組紐状圧電素子１に「印加される応力」としては、圧電素子の表面、すな
わち圧電性繊維Ａの表面と指のような被接触物の表面との間の摩擦力や、圧電性繊維Ａの
表面または先端部に対する垂直方向の抵抗力、圧電性繊維Ａの曲げ変形に対する抵抗力な
どが挙げられる。特に、本発明の組紐状圧電素子１は、導電性繊維Ｂに対して平行方向に
屈曲させた場合や擦った場合に大きな電気信号を効率的に出力することができる。
【００９２】
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　ここで、組紐状圧電素子１に「印加された応力」とは、例えば表面を指で擦る程度の大
きさの応力の場合、その目安としては、おおよそ１～１０００Ｐａである。もちろん、こ
れ以上であっても印加された応力の大きさおよびその印加位置を検出することが可能であ
ることはいうまでもない。指などで入力する場合には、１Ｐａ以上５００Ｐａ以下の荷重
であっても動作することが好ましく、さらに好ましくは１Ｐａ以上１００Ｐａ以下の荷重
で動作することが好ましい。もちろん、５００Ｐａを超える荷重であっても動作すること
は、上述の通りである。
【００９３】
　また、組紐状圧電素子１の芯部の導電性繊維Ｂと導電層４の間の静電容量変化を計測す
ることで、組紐状圧電素子１へ加えられた圧力による変形を検出することも可能になる。
更に、複数本の組紐状圧電素子１を組み合わせて使用する場合、各々の組紐状圧電素子１
の導電層４間の静電容量変化を計測することで、組紐状圧電素子１へ加えられた圧力によ
る変形を検出することも可能になる。
【００９４】
（布帛状圧電素子）
　図５は実施形態に係る組紐状圧電素子を用いた布帛状圧電素子の構成例を示す模式図で
ある。
　布帛状圧電素子７は、少なくとも１本の組紐状圧電素子１を含む布帛８を備えている。
布帛８は、布帛を構成する繊維（組紐を含む）の少なくとも１本が組紐状圧電素子１であ
り、組紐状圧電素子１が圧電素子としての機能を発揮可能である限り何らの限定は無く、
どのような織編物であってもよい。布状にするにあたっては、本発明の目的を達成する限
り、他の繊維（組紐を含む）と組み合わせて、交織、交編等を行ってもよい。もちろん、
組紐状圧電素子１を、布帛を構成する繊維（例えば、経糸や緯糸）の一部として用いても
よいし、組紐状圧電素子１を布帛に刺繍してもよいし、接着してもよい。図５に示す例で
は、布帛状圧電素子７は、経糸として、少なくとも１本の組紐状圧電素子１および絶縁性
繊維９を配し、緯糸として導電性繊維１０および絶縁性繊維９を交互に配した平織物であ
る。導電性繊維１０は導電性繊維Ｂと同一種であっても異種の導電性繊維であってもよく
、また絶縁性繊維９については後述される。なお、絶縁性繊維９及び／又は導電性繊維１
０の全部又は一部が組紐形態であってもよい。
【００９５】
　この場合、布帛状圧電素子７が曲げられるなどして変形したとき、その変形に伴い組紐
状圧電素子１も変形するので、組紐状圧電素子１から出力される電気信号により、布帛状
圧電素子７の変形を検出できる。そして、布帛状圧電素子７は、布帛（織編物）として用
いることができるので、例えば衣類形状のウェアラブルセンサーに適用することができる
。
【００９６】
　また、図５に示す布帛状圧電素子７では、組紐状圧電素子１に導電性繊維１０が交差し
て接触している。したがって、導電性繊維１０は、組紐状圧電素子１の少なくとも一部と
交差して接触し、それを覆っており、外部から組紐状圧電素子１へ向かおうとする電磁波
の少なくとも一部を遮っている、と見ることができる。このような導電性繊維１０は、接
地（アース）されることにより、組紐状圧電素子１への電磁波の影響を軽減する機能を有
している。すなわち導電性繊維１０は組紐状圧電素子１の電磁波シールドとして機能する
ことができる。それにより、例えば布帛状圧電素子７の上下に電磁波シールド用の導電性
の布帛を重ねなくても、布帛状圧電素子７のＳ／Ｎ比（信号対雑音比）を著しく向上させ
ることができる。この場合、電磁波シールドの観点から組紐状圧電素子１と交差する緯糸
（図５の場合）における導電性繊維１０の割合が高いほど好ましい。具体的には、布帛８
を形成する繊維であり且つ組紐状圧電素子１と交差する繊維のうちの３０％以上が導電性
繊維１０であることが好ましく、４０％以上がより好ましく、５０％以上が更に好ましい
。このように布帛状圧電素子７において、布帛を構成する繊維の少なくとも一部として導
電性繊維１０を入れることで、電磁波シールド機能付の布帛状圧電素子７とすることがで
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きる。
【００９７】
　織物の織組織としては、平織、綾織、朱子織等の三原組織、変化組織、たて二重織、よ
こ二重織等の片二重組織、たてビロードなどが例示される。編物の種類は、丸編物（緯編
物）であってもよいし経編物であってもよい。丸編物（緯編物）の組織としては、平編、
ゴム編、両面編、パール編、タック編、浮き編、片畔編、レース編、添え毛編等が好まし
く例示される。経編組織としては、シングルデンビー編、シングルアトラス編、ダブルコ
ード編、ハーフトリコット編、裏毛編、ジャガード編等が例示される。層数も単層でもよ
いし、２層以上の多層でもよい。更には、カットパイルおよび／またはループパイルから
なる立毛部と地組織部とで構成される立毛織物、立毛編み物であってもよい。
【００９８】
（複数の圧電素子）
　また、布帛状圧電素子７では、組紐状圧電素子１を複数並べて用いることも可能である
。並べ方としては、例えば経糸または緯糸としてすべてに組紐状圧電素子１を用いてもよ
いし、数本ごとや一部分に組紐状圧電素子１を用いてもよい。また、ある部分では経糸と
して組紐状圧電素子１を用い、他の部分では緯糸として組紐状圧電素子１を用いてもよい
。
【００９９】
　また、組紐状圧電素子１を複数並べて用いる場合、導電性繊維Ｂ間の距離が短いため電
気信号の取り出しにおいて効率的である。特に本発明では、それぞれの組紐状圧電素子に
接続された複数の金属製端子を１つのコネクタハウジングにまとめて固定することで複数
極を有するコネクタとし、一括して別の複数極を有するコネクタと接続可能にすることで
、デバイス製造の効率化や、ユーザーにおける接続および取り外しを容易にすることがで
き、特に好ましい。前述の通り織物あるいは編物の組織に組み込むことで、複数の組紐状
圧電素子を望んだ間隔に容易に略平行に並べることが可能であり、それぞれの金属製端子
をコネクタへ固定するのを容易にできる利点がある。ここで略平行とは、平織物を構成す
る隣同士の経糸２本や、天竺編を構成する隣接する２コースなど、繊維が折れ曲がってい
るために局所的には平行でなくとも、それぞれの繊維を平均するような直線を引いた時に
それらが平行になっている状態を指す。この時織密度や編密度の調整により、複数の組紐
状圧電素子の間隔を電子回路によく用いられるコネクタの端子間隔に調整することが好ま
しく、０．５ｍｍ、１．０ｍｍ、１．２５ｍｍ、１．５ｍｍ、２．０ｍｍ、２．５４ｍｍ
のいずれかの間隔（組紐の中心間の距離）に調整することがより好ましい。また、様態Ｂ
のフォーク状の部位を有し、複数の金属製端子があらかじめ１つのコネクタハウジングに
固定されたコネクタを用い、複数の組紐状圧電素子に一度に複数の金属製端子を接続する
ことが工程の簡略化の観点から特に好ましい。
【０１００】
（絶縁性繊維）
　布帛状圧電素子７では、組紐状圧電素子１（及び導電性繊維１０）以外の部分には、絶
縁性繊維を使用することができる。この際、絶縁性繊維は布帛状圧電素子７の柔軟性を向
上する目的で伸縮性のある素材、形状を有する繊維を用いることができる。
【０１０１】
　このように組紐状圧電素子１（及び導電性繊維１０）以外にこのように絶縁性繊維を配
置することで、布帛状圧電素子７の操作性（例示：ウェアラブルセンサーとしての動き易
さ）を向上させることが可能である。
【０１０２】
　このような絶縁性繊維としては、体積抵抗率が１０６Ω・ｃｍ以上であれば用いること
ができ、より好ましくは１０８Ω・ｃｍ以上、さらに好ましくは１０１０Ω・ｃｍ以上が
よい。
【０１０３】
　絶縁性繊維として例えば、ポリエステル繊維、ナイロン繊維、アクリル繊維、ポリエチ
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レン繊維、ポリプロピレン繊維、塩化ビニル繊維、アラミド繊維、ポリスルホン繊維、ポ
リエーテル繊維、ポリウレタン繊維等の合成繊維他、綿、麻、絹等の天然繊維、アセテー
ト等の半合成繊維、レーヨン、キュプラ等の再生繊維を用いることができる。これらに限
定されるものではなく、公知の絶縁性繊維を任意に用いることができる。さらに、これら
の絶縁性繊維を組み合わせて用いてもよく、絶縁性を有しない繊維と組み合わせ、全体と
して絶縁性を有する繊維としてもよい。
　また、公知のあらゆる断面形状の繊維も用いることができる。
【０１０４】
（圧電素子の適用技術）
　本発明の組紐状圧電素子１や布帛状圧電素子７のような圧電素子はいずれの様態であっ
ても、表面への接触、圧力、形状変化を電気信号として出力することができるので、その
圧電素子に印加された応力の大きさおよび／又は印加された位置を検出するセンサー（デ
バイス）として利用することができる。また、この電気信号を他のデバイスを動かすため
の電力源にし、あるいは蓄電するなど、発電素子として用いることもできる。具体的には
、人、動物、ロボット、機械など自発的に動くものの可動部に用いることによる発電、靴
底、敷物、外部から圧力を受ける構造物の表面での発電、流体中での形状変化による発電
、などが挙げられる。また、流体中での形状変化により電気信号を発するために、流体中
の帯電性物質を吸着させたり付着を抑制させたりすることも可能である。
【０１０５】
　図６は、本発明の圧電素子１２を備えるデバイス１１を示すブロック図である。デバイ
ス１１は、圧電素子１２（例示：組紐状圧電素子１、布帛状圧電素子７）と、印加された
圧力に応じて圧電素子１２から出力される電気信号を増幅する増幅手段１３と、増幅手段
１３で増幅された電気信号を出力する出力手段１４と、出力手段１４から出力された電気
信号を外部機器（図示せず）へ送信する送信手段１５とを備える。このデバイス１１を用
いれば、圧電素子１２の表面への接触、圧力、形状変化により出力された電気信号に基づ
き、外部機器（図示せず）における演算処理にて、圧電素子に印加された応力の大きさお
よび／又は印加された位置を検出することができる。あるいは、デバイス１１内に、出力
手段１４から出力された電気信号に基づき圧電素子１２に印加された応力の大きさおよび
／又は印加された位置を演算する演算手段（図示せず）を設けてもよい。なお、送信手段
１５による送信方式を無線によるもの有線によるものにするかは、構成するセンサーに応
じて適宜決定すればよい。
【０１０６】
　また、増幅手段だけではなく、ノイズを除去する手段や他の信号と組み合わせて処理す
る手段などの公知の信号処理手段を組み合わせて用いることができる。これらの手段の接
続の順序は目的に応じて適宜変えることができる。もちろん、圧電素子１２から出力され
る電気信号をそのまま外部機器へ送信した後で信号処理してもよい。
【０１０７】
　図７および図８は、実施の形態に係る組紐布帛状圧電素子を備えるデバイスの構成例を
示す模式図である。図７および図８の増幅手段１３は、図６を参照して説明したものに相
当するが、図６の出力手段１４および送信手段１５については図７および図８では図示を
省略している。布帛状圧電素子７を備えるデバイスを構成する場合、増幅手段１３の入力
端子に組紐状圧電素子１の芯部３からの引出し線を接続し、接地（アース）端子には、組
紐状圧電素子１の導電層４または布帛状圧電素子７の導電性繊維１０または増幅手段１３
の入力端子に接続した組紐状圧電素子１とは別の組紐状圧電素子を接続する。例えば、図
７に示すように、布帛状圧電素子７において、組紐状圧電素子１の芯部３からの引出し線
を増幅手段１３の入力端子に接続し、組紐状圧電素子１の導電層４を接地（アース）する
。組紐状圧電素子１の導電層４ではなく、組紐状圧電素子１に交差して接触した導電性繊
維１０を接地（アース）してもよい。また例えば、図８に示すように、布帛状圧電素子７
において組紐状圧電素子１を複数並べている場合、１本の組紐状圧電素子１の芯部３から
の引出し線を増幅手段１３の入力端子に接続し、当該組紐状圧電素子１に並んだ別の組紐
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状圧電素子１の芯部３からの引出し線を、接地（アース）する。
【０１０８】
　本発明のデバイス１１は柔軟性があり、紐状および布帛状いずれの形態でも使用できる
ため、非常に広範な用途が考えられる。本発明のデバイス１１の具体的な例としては、帽
子や手袋、靴下などを含む着衣、サポーター、ハンカチ状などの形状をした、タッチパネ
ル、人や動物の表面感圧センサー、例えば、手袋やバンド、サポーターなどの形状をした
関節部の曲げ、捩じり、伸縮を感知するセンサーが挙げられる。例えば人に用いる場合に
は、接触や動きを検出し、医療用途などの関節などの動きの情報収集、アミューズメント
用途、失われた組織やロボットを動かすためのインターフェースとして用いることができ
る。他には、動物や人型を模したぬいぐるみやロボットの表面感圧センサー、関節部の曲
げ、捩じり、伸縮を感知するセンサーとして用いることができる。他には、シーツや枕な
どの寝具、靴底、手袋、椅子、敷物、袋、旗などの表面感圧センサーや形状変化センサー
として用いることができる。
【０１０９】
　さらに、本発明のデバイス１１は組紐状あるいは布帛状であり、柔軟性があるので、あ
らゆる構造物の全体あるいは一部の表面に貼付あるいは被覆することにより表面感圧セン
サー、形状変化センサーとして用いることができる。
【０１１０】
　さらに、本発明のデバイス１１は、組紐状圧電素子１の表面を擦るだけで十分な電気信
号を発生することができるので、タッチセンサーのようなタッチ式入力装置やポインティ
ングデバイスなどに用いることができる。また、組紐状圧電素子１で被計測物の表面を擦
ることによって被計測物の高さ方向の位置情報や形状情報を得ることができるので、表面
形状計測などに用いることができる。
【実施例】
【０１１１】
　以下、本発明を実施例によりさらに具体的に記載するが本発明はこれによって何らの限
定を受けるものではない。
【０１１２】
　圧電素子用の布帛は以下の方法で製造した。
（ポリ乳酸の製造）
　実施例において用いたポリ乳酸は以下の方法で製造した。
　Ｌ－ラクチド（（株）武蔵野化学研究所製、光学純度１００％）１００質量部に対し、
オクチル酸スズを０．００５質量部加え、窒素雰囲気下、撹拌翼のついた反応機にて１８
０℃で２時間反応させ、オクチル酸スズに対し１．２倍当量のリン酸を添加しその後、１
３．３Ｐａで残存するラクチドを減圧除去し、チップ化し、ポリ－Ｌ－乳酸（ＰＬＬＡ１
）を得た。得られたＰＬＬＡ１の質量平均分子量は１５．２万、ガラス転移点（Ｔｇ）は
５５℃、融点は１７５℃であった。
【０１１３】
（圧電性繊維）
　２４０℃にて溶融させたＰＬＬＡ１を２４ホールのキャップから２０ｇ／ｍｉｎで吐出
し、８８７ｍ／ｍｉｎにて引き取った。この未延伸マルチフィラメント糸を８０℃、２．
３倍に延伸し、１００℃で熱固定処理することにより８４ｄＴｅｘ／２４フィラメントの
マルチフィラメント一軸延伸糸を得、これを圧電性繊維Ａとした。
【０１１４】
（導電性繊維）
　ミツフジ（株）製の銀メッキナイロン、品名『ＡＧｐｏｓｓ』１００ｄ３４ｆを導電性
繊維Ｂ、導電性繊維６および導電性繊維１０として使用した。この繊維の体積抵抗率は１
．１×１０－３Ω・ｃｍであった。
【０１１５】
（絶縁性繊維）
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　２８０℃にて溶融させたポリエチレンテレフタレートを２４ホールのキャップから４５
ｇ／ｍｉｎで吐出し、８００ｍ／ｍｉｎにて引き取った。この未延伸糸を８０℃、２．５
倍に延伸し、１８０℃で熱固定処理することによりすることにより８４ｄＴｅｘ／２４フ
ィラメントのマルチフィラメント延伸糸を得、これを絶縁性繊維９とした。
【０１１６】
（組紐状圧電素子）
　実施例１の試料として、図１に示すように、上記の導電性繊維Ｂを芯糸とし、上記の圧
電性繊維Ａ８本を芯糸の周りに組紐状に巻きつけて、八打組紐とし、更に導電性繊維６を
鞘部の圧電性繊維Ａの周りに八打組紐状に巻き付けて導電層４とし、組紐状圧電素子１を
形成した。ここで、導電性繊維Ｂの繊維軸ＣＬに対する圧電性繊維Ａの巻きつけ角度αは
４５°とした。実施例１の試料の導電層４の被覆率は１００％であった。この組紐状圧電
素子を切断し、その末端１０ｍｍの導電層４を構成する導電性繊維６をほぐして圧電性繊
維Ａと導電性繊維Ｂから分離した後、日本圧着端子製造（株）製ＳＨコネクタコンタクト
を信号用金属製端子として、長さ０．４ｍｍの部分と長さ０．８ｍｍの爪部分を折り曲げ
、組紐状圧電素子の末端に残った圧電性繊維Ａと導電性繊維Ｂを把持した後、信号用金属
製端子にはんだごてを当てて加熱し、把持部分の鞘部を一部融解させた。組紐状圧電素子
の末端の芯部と信号用金属製端子との間の導通を確認し、把持部分から先の余分な組紐状
圧電素子をカットした。また、別の日本圧着端子製造（株）製ＳＨコネクタコンタクトを
シールド用金属製端子として、長さ０．４ｍｍの部分と長さ０．８ｍｍの爪部分を折り曲
げ、圧電性繊維Ａと導電性繊維Ｂから分離した導電性繊維６を把持した。シールド用金属
製端子に把持できずに圧電性繊維Ａから分離した導電性繊維６は切除した。上記の信号用
金属製端子とシールド用金属製端子を、日本圧着端子製造（株）製ＳＨコネクタハウジン
グ２Ｐに挿入して固定し、コネクタハウジング端面から１０ｍｍの組紐状圧電素子１の周
りには絶縁性のエポキシ系接着剤を付着させ、ＳＨコネクタと組紐状圧電素子１を固定し
た。この端子付き組紐状圧電素子を組紐状圧電素子１０１とした。
【０１１７】
　実施例２の試料として、図１に示すように、上記の導電性繊維Ｂを芯糸とし、上記の圧
電性繊維Ａ８本を芯糸の周りに組紐状に巻きつけて、八打組紐とし、更に４本の絶縁性繊
維９を右巻き、１本の導電性繊維６および３本の絶縁性繊維９を左巻きに鞘部の圧電性繊
維Ａの周りに巻き付けて八打組紐状の導電層４とし、組紐状圧電素子１を形成した。ここ
で、導電性繊維Ｂの繊維軸ＣＬに対する圧電性繊維Ａの巻きつけ角度αは４５°とした。
また、実施例２の試料の導電層４の被覆率は２５％であった。実施例１と同様に、導電性
繊維Ｂに日本圧着端子製造（株）製ＳＨコネクタコンタクトを信号用金属製端子として接
続し、導電性繊維６に別の日本圧着端子製造（株）製ＳＨコネクタコンタクトをシールド
用金属製端子として接続し、信号用金属製端子とシールド用金属製端子を、日本圧着端子
製造（株）製ＳＨコネクタハウジング２Ｐに挿入して固定し、コネクタハウジング端面か
ら１０ｍｍの組紐状圧電素子１の周りには絶縁性のエポキシ系接着剤を付着させ、ＳＨコ
ネクタと組紐状圧電素子１を固定した。この端子付き組紐状圧電素子を組紐状圧電素子１
０２とした。
【０１１８】
　実施例３の試料として、実施例１で用いた端子が未接続の組紐状圧電素子１を切断し、
その末端１０ｍｍの導電層４を構成する導電性繊維６をほぐして圧電性繊維Ａと導電性繊
維Ｂから分離した後、組紐状圧電素子の末端に残った圧電性繊維Ａと導電性繊維Ｂに導電
ペーストとして「ドータイト」（登録商標）Ｄ－３６３（藤倉化成（株）製）を付着させ
固化させた後、日本圧着端子製造（株）製ＳＨコネクタコンタクトを信号用金属製端子と
して、長さ０．４ｍｍの部分と長さ０．８ｍｍの爪部分を折り曲げ、導電ペーストが付着
した組紐状圧電素子末端を把持した。組紐状圧電素子の別の末端の芯部と信号用金属製端
子との間の導通を確認した。また、別の日本圧着端子製造（株）製ＳＨコネクタコンタク
トをシールド用金属製端子として、長さ０．４ｍｍの部分と長さ０．８ｍｍの爪部分を折
り曲げ、圧電性繊維Ａと導電性繊維Ｂから分離した導電性繊維６を把持し、シールド用金
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属製端子に把持できずに圧電性繊維Ａから分離した導電性繊維６は切除した。上記の信号
用金属製端子とシールド用金属製端子を、日本圧着端子製造（株）製ＳＨコネクタハウジ
ング２Ｐに挿入して固定し、コネクタハウジング端面から１０ｍｍの組紐状圧電素子１の
周りにはエポキシ系接着剤を付着させ、ＳＨコネクタと組紐状圧電素子１を固定した。こ
の端子付き組紐状圧電素子を組紐状圧電素子１０３とした。
【０１１９】
　実施例４の試料として、実施例１で用いた端子が未接続の組紐状圧電素子１を切断し、
その末端１０ｍｍの導電層４を構成する導電性繊維６をほぐして圧電性繊維Ａと導電性繊
維Ｂから分離した後、組紐状圧電素子の末端に残った圧電性繊維Ａと導電性繊維Ｂに導電
ペーストとして「ドータイト」（登録商標）Ｄ－３６３（藤倉化成（株）製）を付着させ
、ＳＭＡ－Ｐ型同軸コネクタの中心コンタクトに２ｍｍ挿入して固化させ信号用金属製端
子とし、組紐状圧電素子の別の末端の芯部と信号用金属製端子との間の導通を確認した。
また、ＳＭＡ－Ｐ型同軸コネクタの金属製外装をシールド用金属製端子として、圧電性繊
維Ａと導電性繊維Ｂから分離した導電性繊維６をスリーブにより把持して接続して固定し
、シールド用金属製端子に把持できずに圧電性繊維Ａから分離した導電性繊維６は切除し
た。上記の通り信号用金属製端子とシールド用金属製端子が絶縁体を介して一体となった
端子付き組紐状圧電素子を組紐状圧電素子１０４とした。本実施例で用いたＳＭＡ－Ｐコ
ネクタは、左側面図においてシールド用金属製端子（外装）が信号用金属製端子（中心コ
ンタクト）を完全に覆った構造をしている。
【０１２０】
　実施例５の試料として、図８に示すように経糸に絶縁性繊維９および組紐状圧電素子１
（実施例１の端子が未接続の試料と同じ）を２本配し、緯糸に絶縁性繊維９および導電性
繊維１０を交互に配して平織物を作製し、布帛状圧電素子７とした。布帛状圧電素子７中
の２本の組紐状圧電素子１の末端から１０ｍｍの導電層４を構成する導電性繊維６をほぐ
して圧電性繊維Ａと導電性繊維Ｂから分離した後、圧電性繊維Ａが露出した部分にオムロ
ン（株）製ＸＧ圧接コネクタ１０極のうち２極のフォーク状の金属部分をそれぞれ指し込
み信号用金属製端子とし、これと同時に圧電性繊維Ａと導電性繊維Ｂから分離した導電性
繊維６をまとめ、この導電性繊維束に上記圧接コネクタ１０極のうち１極のフォーク状の
金属部分に指し込みシールド用金属製端子とした。さらに金属部分に固定されたコネクタ
ハウジングの上部分とそれに対となる下部分により組紐状圧電素子を挟み、固定した。２
本の組紐状圧電素子１の末端の芯部と２極の信号用金属製端子との間の導通、および組紐
状圧電素子１の導電層４と１極のシールド用金属製端子との間の導通をそれぞれ確認し、
２極の信号用金属製端子と１極のシールド用金属製端子との間の絶縁を確認した。この２
本の信号用金属製端子付き組紐状圧電素子をそれぞれ組紐状圧電素子１０５－１および１
０５－２とした。平織布の経糸により組紐状圧電素子は固定されており、信号用金属製端
子と平織布の経糸との距離は０．１ｍｍであった。
【０１２１】
　実施例６の試料として、実施例１で用いた端子が未接続の組紐状圧電素子１切断し、そ
の末端１０ｍｍの導電層４を構成する導電性繊維６をほぐして圧電性繊維Ａと導電性繊維
Ｂから分離し、さらに末端の圧電性繊維Ａをほぐし、芯部を１ｍｍ露出させた後、日本圧
着端子製造（株）製ＳＨコネクタコンタクトを信号用金属製端子として、鞘部の除去され
ていない部分を長さ０．４ｍｍの爪部分が把持し、露出した芯部を長さ０．８ｍｍの爪部
分が把持するよう、爪を折り曲げ、組紐状圧電素子を把持した。組紐状圧電素子の別の末
端の芯部と信号用金属製端子との間の導通を確認した。また、別の日本圧着端子製造（株
）製ＳＨコネクタコンタクトをシールド用金属製端子として、長さ０．４ｍｍの部分と長
さ０．８ｍｍの爪部分を折り曲げ、圧電性繊維Ａと導電性繊維Ｂから分離した導電性繊維
６を把持し、シールド用金属製端子に把持できずに圧電性繊維Ａから分離した導電性繊維
６は切除した。上記の信号用金属製端子とシールド用金属製端子を、日本圧着端子製造（
株）製ＳＨコネクタハウジング２Ｐに挿入して固定した。この端子付き組紐状圧電素子を
組紐状圧電素子１０６とした。
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【０１２２】
　比較例１の試料として、実施例１で用いた端子が未接続の組紐状圧電素子１を切断し、
その末端１０ｍｍの導電層４を構成する導電性繊維６をほぐして圧電性繊維Ａと導電性繊
維Ｂから分離した後、組紐状圧電素子の末端に残った圧電性繊維Ａと導電性繊維Ｂに導電
ペーストとして「ドータイト」（登録商標）Ｄ－３６３（藤倉化成（株）製）を付着させ
固化させた後、日本圧着端子製造（株）製ＳＨコネクタコンタクトを信号用金属製端子と
して、長さ０．４ｍｍの部分と長さ０．８ｍｍの爪部分を折り曲げ、導電ペーストが付着
した組紐状圧電素子末端を把持した。組紐状圧電素子の別の末端の芯部と信号用金属製端
子との間の導通を確認した。また、別の日本圧着端子製造（株）製ＳＨコネクタコンタク
トをシールド用金属製端子として、長さ０．４ｍｍの部分と長さ０．８ｍｍの爪部分を折
り曲げ、圧電性繊維Ａと導電性繊維Ｂから分離した導電性繊維６を把持し、シールド用金
属製端子に把持できずに圧電性繊維Ａから分離した導電性繊維６は切除した。上記の信号
用金属製端子とシールド用金属製端子を、２つの日本圧着端子製造（株）製ＳＨコネクタ
ハウジング２Ｐにそれぞれ挿入して固定し、コネクタハウジング端面から１０ｍｍの組紐
状圧電素子１の周りにはエポキシ系接着剤を付着させ、それぞれのＳＨコネクタと組紐状
圧電素子１を固定した。この端子付き組紐状圧電素子を組紐状圧電素子２０１とした。
【０１２３】
　比較例２の試料として、実施例１と同様に、上記の導電性繊維Ｂを芯糸とし、上記の圧
電性繊維Ａ８本を芯糸の周りに組紐状に巻きつけて、八打組紐としたが、導電層４は形成
せず、組紐状圧電素子を形成した。ここで、導電性繊維Ｂの繊維軸ＣＬに対する圧電性繊
維Ａの巻きつけ角度αは４５°とした。組紐状圧電素子の末端の圧電性繊維Ａと導電性繊
維Ｂに導電ペーストとして「ドータイト」（登録商標）Ｄ－３６３（藤倉化成（株）製）
を付着させ固化させた後、日本圧着端子製造（株）製ＳＨコネクタコンタクトを信号用金
属製端子として、長さ０．４ｍｍの部分と長さ０．８ｍｍの爪部分を折り曲げ、導電ペー
ストが付着した組紐状圧電素子末端を把持した。組紐状圧電素子の別の末端の芯部と信号
用金属製端子との間の導通を確認した。上記の信号用金属製端子を、日本圧着端子製造（
株）製ＳＨコネクタハウジング２Ｐに挿入して固定し、コネクタハウジング端面から１０
ｍｍの組紐状圧電素子１の周りにはエポキシ系接着剤を付着させ、ＳＨコネクタと組紐状
圧電素子１を固定した。この端子付き組紐状圧電素子を組紐状圧電素子２０２とした。
【０１２４】
（性能評価及び評価結果）
　組紐状圧電素子１０１、１０２、１０３、１０４、１０５－１、１０５－２、１０６、
２０１、２０２の性能評価及び評価結果は以下のとおりである。
【０１２５】
（実施例１）
　組紐状圧電素子１０１中の信号用金属製端子およびシールド用金属製端子が固定された
日本圧着端子製造（株）製ＳＨコネクタハウジングを、日本圧着端子製造（株）製ＳＨコ
ネクタベース２Ｐに接続し、信号用金属製端子がオシロスコープ（横河電機（株）製デジ
タルオシロスコープＤＬ６０００シリーズ商品名『ＤＬ６０００』）に配線を介して１０
００倍増幅回路を経由して接続され、組紐状圧電素子１のシールド用金属製端子が接地（
アース）されるよう接続した。組紐状圧電素子１０１と測定回路およびアースへの接続は
ＳＨコネクタによって一括して行われた。また、信号用金属製端子の把持部分の端におい
て、鞘部の組織が解けて芯部から離れた圧電性繊維は０％であった。
　組紐状圧電素子１０１を９０度折り曲げた結果、組紐状圧電素子１０１からの出力とし
て、オシロスコープにより約１００ｍＶの電位差が検出され、組紐状圧電素子１の変形に
より十分な大きさの電気信号を検出できることが確認された。また、静置下でのノイズ信
号は２０ｍＶであり、Ｓ／Ｎ比は５となり、十分にノイズ信号が抑制されていることがわ
かった。
【０１２６】
（実施例２）
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　組紐状圧電素子１０２中の信号用金属製端子およびシールド用金属製端子が固定された
日本圧着端子製造（株）製ＳＨコネクタハウジングを、日本圧着端子製造（株）製ＳＨコ
ネクタベース２Ｐに接続し、信号用金属製端子がオシロスコープ（横河電機（株）製デジ
タルオシロスコープＤＬ６０００シリーズ商品名『ＤＬ６０００』）に配線を介して１０
００倍増幅回路を経由して接続され、組紐状圧電素子１のシールド用金属製端子が接地（
アース）されるよう接続した。組紐状圧電素子１０２と測定回路およびアースへの接続は
ＳＨコネクタによって一括して行われた。また、信号用金属製端子の把持部分の端におい
て、鞘部の組織が解けて芯部から離れた圧電性繊維は０％であった。
組紐状圧電素子１０２を９０度折り曲げた結果、組紐状圧電素子１０２からの出力として
、オシロスコープにより約１００ｍＶの電位差が検出され、組紐状圧電素子１の変形によ
り十分な大きさの電気信号を検出できることが確認された。また、静置下でのノイズ信号
は２０ｍＶであり、Ｓ／Ｎ比は５となり、十分にノイズ信号が抑制されていることがわか
った。
【０１２７】
（実施例３）
　組紐状圧電素子１０３中の信号用金属製端子およびシールド用金属製端子が固定された
日本圧着端子製造（株）製ＳＨコネクタハウジングを、日本圧着端子製造（株）製ＳＨコ
ネクタベース２Ｐに接続し、信号用金属製端子がオシロスコープ（横河電機（株）製デジ
タルオシロスコープＤＬ６０００シリーズ商品名『ＤＬ６０００』）に配線を介して１０
００倍増幅回路を経由して接続され、組紐状圧電素子１のシールド用金属製端子が接地（
アース）されるよう接続した。組紐状圧電素子１０３と測定回路およびアースへの接続は
ＳＨコネクタによって一括して行われた。また、信号用金属製端子の把持部分の端におい
て、鞘部の組織が解けて芯部から離れた圧電性繊維は０％であった。
組紐状圧電素子１０３を９０度折り曲げた結果、組紐状圧電素子１０３からの出力として
、オシロスコープにより約１００ｍＶの電位差が検出され、組紐状圧電素子１の変形によ
り十分な大きさの電気信号を検出できることが確認された。また、静置下でのノイズ信号
は２０ｍＶであり、Ｓ／Ｎ比は５となり、十分にノイズ信号が抑制されていることがわか
った。
【０１２８】
（実施例４）
　組紐状圧電素子１０４中の信号用金属製端子およびシールド用金属製端子が固定された
ＳＭＡ－Ｐ型同軸コネクタを、ＳＭＡ－Ｊ型同軸コネクタに接続し、信号用金属製端子が
オシロスコープ（横河電機（株）製デジタルオシロスコープＤＬ６０００シリーズ商品名
『ＤＬ６０００』）に配線を介して１０００倍増幅回路を経由して接続され、組紐状圧電
素子１のシールド用金属製端子が接地（アース）されるよう接続した。組紐状圧電素子１
０４と測定回路およびアースへの接続はＳＭＡ型コネクタによって一括して行われた。ま
た、信号用金属製端子の把持部分の端において、鞘部の組織が解けて芯部から離れた圧電
性繊維は０％であった。
組紐状圧電素子１０４を９０度折り曲げた結果、組紐状圧電素子１０４からの出力として
、オシロスコープにより約１００ｍＶの電位差が検出され、組紐状圧電素子１の変形によ
り十分な大きさの電気信号を検出できることが確認された。また、静置下でのノイズ信号
は１６ｍＶであり、Ｓ／Ｎ比は６となり、十分にノイズ信号が抑制されていることがわか
った。
【０１２９】
（実施例５）
　組紐状圧電素子１０５－１、組紐状圧電素子１０５－２の信号用金属製端子およびシー
ルド用金属製端子が固定されたオムロン（株）製ＸＧ圧接コネクタを、２列×５行のピン
ヘッダに接続し、信号用金属製端子がオシロスコープ（横河電機（株）製デジタルオシロ
スコープＤＬ６０００シリーズ商品名『ＤＬ６０００』）に配線を介して１０００倍増幅
回路を経由して接続され、組紐状圧電素子１のシールド用金属製端子が接地（アース）さ
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れるよう接続した。組紐状圧電素子１０５－１および組紐状圧電素子１０５－２と測定回
路およびアースへの接続はＸＧ圧接コネクタによって一括して行われた。また、信号用金
属製端子のフォーク状の金属部分の端において、鞘部の組織が解けて芯部から離れた圧電
性繊維は組紐状圧電素子１０５－１および組紐状圧電素子１０５－２とも０％であった。
　布帛状圧電素子７を折り曲げることによって組紐状圧電素子１０５－１および組紐状圧
電素子１０５－２を９０度折り曲げた結果、組紐状圧電素子１０５－１および組紐状圧電
素子１０５－２からの出力としてそれぞれ、オシロスコープにより約１００ｍＶの電位差
が検出され、組紐状圧電素子１の変形により十分な大きさの電気信号を検出できることが
確認された。また、静置下でのノイズ信号は２０ｍＶであり、Ｓ／Ｎ比は５となり、十分
にノイズ信号が抑制されていることがわかった。
【０１３０】
（実施例６）
　組紐状圧電素子１０６中の信号用金属製端子およびシールド用金属製端子が固定された
日本圧着端子製造（株）製ＳＨコネクタハウジングを、日本圧着端子製造（株）製ＳＨコ
ネクタベース２Ｐに接続し、信号用金属製端子がオシロスコープ（横河電機（株）製デジ
タルオシロスコープＤＬ６０００シリーズ商品名『ＤＬ６０００』）に配線を介して１０
００倍増幅回路を経由して接続され、組紐状圧電素子１のシールド用金属製端子が接地（
アース）されるよう接続した。組紐状圧電素子１０６と測定回路およびアースへの接続は
ＳＨコネクタによって一括して行われた。また、信号用金属製端子の把持部分の端におい
て、鞘部の組織が解けて芯部から離れた圧電性繊維は７５％であった。
組紐状圧電素子１０６を９０度折り曲げた結果、組紐状圧電素子１０６からの出力として
、オシロスコープにより約１００ｍＶの電位差が検出されたが、ピーク付近の信号に振幅
３０ｍＶ程度のノイズが重畳されており、曲げ動作によるノイズ発生が確認された。また
、静置下でのノイズ信号は２０ｍＶであり、Ｓ／Ｎ比は５となり、十分にノイズ信号が抑
制されていることがわかった。
【０１３１】
（比較例１）
　組紐状圧電素子２０１中の信号用金属製端子が固定された日本圧着端子製造（株）製Ｓ
Ｈコネクタハウジングおよびシールド用金属製端子が固定された日本圧着端子製造（株）
製ＳＨコネクタハウジングを、それぞれ日本圧着端子製造（株）製ＳＨコネクタベース２
Ｐに接続し、信号用金属製端子がオシロスコープ（横河電機（株）製デジタルオシロスコ
ープＤＬ６０００シリーズ商品名『ＤＬ６０００』）に配線を介して１０００倍増幅回路
を経由して接続され、組紐状圧電素子１のシールド用金属製端子が接地（アース）される
よう接続した。組紐状圧電素子２０１と測定回路およびアースへの接続は２組のＳＨコネ
クタによって別々に行われたため作業が煩雑となり、シールド用金属製端子に引っ張られ
た導電性繊維６のほつれが発生した。また、信号用金属製端子の把持部分の端において、
鞘部の組織が解けて芯部から離れた圧電性繊維は０％であった。
　組紐状圧電素子２０１を９０度折り曲げた結果、組紐状圧電素子２０１からの出力とし
て、オシロスコープにより約１００ｍＶの電位差が検出され、組紐状圧電素子１の変形に
より十分な大きさの電気信号を検出できることが確認された。また、静置下でのノイズ信
号は２５ｍＶであり、Ｓ／Ｎ比は４となり、ノイズ信号が十分に抑制できていなかった。
【０１３２】
（比較例２）
　　組紐状圧電素子２０２中の信号用金属製端子が固定された日本圧着端子製造（株）製
ＳＨコネクタハウジングを、日本圧着端子製造（株）製ＳＨコネクタベース２Ｐに接続し
、信号用金属製端子をオシロスコープ（横河電機（株）製デジタルオシロスコープＤＬ６
０００シリーズ商品名『ＤＬ６０００』）に配線を介して１０００倍増幅回路を経由して
接続したところ、静置下でのノイズ信号は１０００ｍＶであった。組紐状圧電素子２０２
を９０度折り曲げたがノイズ信号が大きく、折り曲げに由来する電気信号を判別すること
ができなかった。また、信号用金属製端子の把持部分の端において、鞘部の組織が解けて
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芯部から離れた圧電性繊維は０％であった。
【符号の説明】
【０１３３】
　Ａ　　圧電性繊維
　Ｂ　　導電性繊維
　１　　組紐状圧電素子
　２　　鞘部
　３　　芯部
　４　　導電層
　６　　導電性繊維
　７　　布帛状圧電素子
　８　　布帛
　９　　絶縁性繊維
　１０　　導電性繊維
　１１　　デバイス
　１２　　圧電素子
　１３　　増幅手段
　１４　　出力手段
　１５　　送信手段
　ＣＬ　　繊維軸
　α　　巻きつけ角度
　１００　　平織物

【図１】

【図２】

【図３】
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